
 

 

 

福岡県地域強靱化計画に係る 

進捗状況調査結果 

（令和 4年度分） 

 

 

 

 

 
 



 

１ 計画の概要 

 ○ 『福岡県地域強靱化計画』は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・

減災等に資する国土強靱化基本法」に基づき、いかなる自然災害が発生しようとも、

「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な県土・地域・経済社会の構築に向けた

「県土の強靱化」を推進することを目的に策定したものです。 

 ○ 本計画では、30の起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するため

の強靱化施策について、その推進方針及び目標値をリスクシナリオごとに整理してい

ます。 

 

２ 計画の進捗管理 

 ○ 本計画では、強靱化施策の実効性を確保するため、PDCA サイクルにより、毎年度、

重要業績指標（KPI）の達成状況などを把握・検証し、その結果を踏まえ、更なる施策

推進につなげていくこととしています。 

 ○ 今回の進捗状況調査では、令和４年度の強靱化施策の実績を把握し、施策ごとに KPI

の達成状況の評価を行いました。なお、KPIの設定がない施策については、施策の達成

状況を定量的に把握できないため、定性的な評価を行いました。 

達成状況の評価方法は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

３ 評価結果 

○ 進捗状況の評価結果については、以下のとおりです。詳細な調査結果は、別紙を御

参照ください。 

進捗状況評価結果 Ｒ４年度 

Ａ：目標達成済み 52 

Ｂ：目標達成に向け順調に推移 105 

Ｃ：目標達成に向けより一層の推進が必要 14 

Ｄ：目標達成困難 ０ 

（無評価） １ 

 ○ 評価Ａ（目標達成済み）については、施策の推進方針に従って、現状の取組みを継

続していくもののほか、新たな指標の設定や目標値の高度化など、更なる施策の推進

に向けた対応を検討し、実行していくこととしています。 

   また、評価Ｂ（目標達成に向け順調に推移）、評価Ｃ（目標達成に向けより一層の推

進が必要）及び評価Ｄ（目標達成困難）については、目標達成に向け、それぞれの施策

の推進に努めます。 

 

 

「Ａ」・・・目標達成済み 

 「Ｂ」・・・目標達成に向け順調に推移 

 「Ｃ」・・・目標達成に向けより一層の推進が必要 

 「Ｄ」・・・目標達成困難 

 



   なお、国が実施する取組みについての要望や働きかけを行うことを推進方針として

いる施策については、県としての評価が困難であるため、「無評価」としています。 

   KPIが複数あるものについては、総合的に判断し、評価を行っています。 

 

４ 今後の方針 

 ○ 評価結果が順調であった施策については、引き続き継続して取組を進めることとし、

評価結果が低調であった施策については、より一層の取組の遂行を図ることとします。 

   また、今後も継続的に施策の進捗管理を行うとともに、実施に係る課題や問題点、

国土強靱化基本計画の修正内容等を踏まえ、PDCAサイクルによる点検、見直しを行っ

ていくこととします。 

 

 

 

（参考）国土強靱化地域計画策定ガイドライン 

  



 



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価

1-1 地震に起因する建
物・交通施設の大規
模な倒壊・火災等に
よる多数の死傷者の
発生

住宅、特定建築物の耐震化

（推進方針）
　建築物の所有者等に対し、耐震化の
理解を深めるための相談窓口の設置や
セミナーの開催を行うとともに、市町
村と連携し、木造戸建て住宅や大規模
特定建築物の耐震改修が進むよう支援
し、一層の耐震化を促進する。
　また、耐震性が不明な防災拠点とな
る市町村庁舎等について、「福岡県建
築物耐震改修促進計画」に位置付け、
耐震診断を義務付けることにより、市
町村自らの計画的な耐震化の取組みを
促進する。
　さらに、地震時にブロック塀の倒壊
等による人的被害の発生を防ぐため、
安全性に問題のあるブロック塀の撤
去・改修等を促進する。

・　木造戸建て住宅の耐震化を進めるため、耐震診断アドバイザーの派遣を実施し、
　耐震改修工事費の補助を行った。
・　また、木造戸建て住宅の耐震化の必要性や支援制度の周知啓発を行うため、民間
　事業者・市町村と連携し、耐震化に関する広報誌の作成配布を行った。
・　建築物の所有者に対し、耐震化への理解が深まるよう耐震改修セミナー（県内4
　会場）を開催し、相談窓口を設置した。

【重要業績指標（KPI）】
■　住宅の耐震化率
　　89.6％（H30年度末）→－（R4年度末）
→　国が5年に1度実施する住宅・土地統計調査から算出しているため、次回の算出は
　令和５年度の見込みである。（令和４年度末時点では不明のため、KPI（令和４年度
　末）は「-」となる）
■　特定建築物の耐震化率
　　88.9%（R3年度末）→91.2%（R4年度末）
→　目標達成に向け、引き続き、耐震改修セミナーや耐震相談窓口などにより普及啓発
　を図るとともに、耐震改修工事に対する支援制度の周知を行い、耐震改修を促進する。

建築 C

1-1 地震に起因する建
物・交通施設の大規
模な倒壊・火災等に
よる多数の死傷者の
発生

学校施設の耐震化

（推進方針）
　公立学校施設の耐震化が早期に完了
するよう、市町村に対して国の方針や
補助制度などの情報を提供し、指導助
言を行う。
　私立学校の設置者に対し、補助制
度、融資制度等の周知を図りながら耐
震化の働きかけを行うとともに、国に
対し予算の確保を求め、私立学校施設
等の耐震化を促進する。
　併せて、非構造部材やブロック塀等
の点検及び対策等が速やかに実施され
るよう、市町村及び私立学校の設置者
に対し、指導助言を行う。

・　学校法人が行う私立学校施設の耐震改修及び耐震改築工事費用について、国庫補助
　額に継足し補助を行っている。令和4年度は、4校3棟について助成した。
【事業年度】 H26年度～R5年度
【対象施設】校舎、講堂、屋内運動場、寄宿舎、食堂等（法人部門の建物は除く）
【対象経費】耐震診断費、実施設計費、耐震改修・耐震改築工事費
【補 助 率 】文部科学省が補助対象とした経費の1/6
・　公立学校施設の耐震化の早期完了や、非構造部材やブロック塀等の点検及び対策等
　が速やかに実施されるよう、市町村に対して国の方針や補助制度などの情報を提供し、
　指導助言を行っている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　私立学校施設に対する国庫補助額の1/6の継足し補助を行うとともに、国に対し、
　国庫補助の現行制度の継続・拡充について要望を行っていく。公立学校施設について
　は、耐震化の早期完了や、非構造部材やブロック塀等の点検及び対策等が速やかに実
　施されるよう、市町村に対し、引き続き指導助言等を行う。

人・県
教育

B

進捗状況調査結果一覧
起きてはならない最悪の事

態

別 紙



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-1 地震に起因する建
物・交通施設の大規
模な倒壊・火災等に
よる多数の死傷者の
発生

病院、社会福祉施設等の耐震化

（推進方針）
　災害拠点病院が大規模地震時に中核
的機能を提供できるよう、国庫補助金
等を活用して施設の耐震化を着実に促
進する。社会福祉施設等についても、
改修を促進するとともに、老朽施設に
ついては、緊急度の高いものから優先
的に全面改築による耐震化を促す。
　また、高齢者施設等については、ブ
ロック塀の倒壊事故等を防ぐため、安
全上対策が必要なブロック塀等の改修
を促進する。

・　災害拠点病院を含め、県内病院を対象に、医療施設の耐震化に係る補助金の案内を
　行った。
・　社会福祉施設等については、耐震化等を整備・促進するとともに、老朽施設は緊急
　度の高いものから優先的に整備するよう、国庫補助金や県補助金により補助を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　災害拠点病院の耐震化率
　　93.5%（R3年度末）→96.9%（R4年度末）
→　目標値「95%（R5年度末）」に対し、96.9%（R4年度末）と目標を達成してい
　る。
　　引き続き、医療施設の耐震化に係る国庫補助金の活用を案内し、災害拠点病院の耐
　震化を促していく。
■　社会福祉施設等の耐震化率（政令市・中核市除く）
　　92.21%（R2年度末）→94.5%（R3年度末）※R4年度は未集計
→　目標値「95.2%（R7年度末）」に対し、94.5％（R3年度末）と目標達成に向け
　順調に推移している。引き続き、県補助金等を活用し、緊急度の高いものから優先的
　に改修・改築を進めていく。また、国に対し、県補助金の対象外である施設に対する
　財源措置を要望していく。

保健
福祉

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-1 地震に起因する建
物・交通施設の大規
模な倒壊・火災等に
よる多数の死傷者の
発生

応急危険度判定体制の整備

（推進方針）
　被災後の宅地の崩壊、被災建築物の
倒壊や落下物等による二次災害を防止
するため、被災宅地及び被災建築物の
応急危険度判定を行う被災宅地危険度
判定士、被災建築物応急危険度判定士
の登録者数拡大に向けた養成講習会を
開催し登録を行う。また、被災建築物
応急危険度判定について、デジタル応
急危険度判定体制を整備し、判定業務
の迅速化を図る。

【被災宅地】
・　熊本地震を受けて、早期に目標値を達成するため、これまで年1回（3月頃実施）
　だった新規登録者用の講習会を年2回（10月、2月実施）にした。
【被災建築物】
・　未更新の防止及び新規登録者数の増加を図っていくため、関係機関（国、市町村、
　建築関係団体）及び更新対象者に対して周知を行った。
・　事務手間の負担を軽減するため、認定申請等手続きのオンライン化や更新手続き
　の自動化を行った。
・　応急危険度判定講習会の参加者数の増加を図っていくため、WEB講習会を実施
　した。

【重要業績指標（KPI）】
■　被災宅地危険度判定士の登録者数
　　1,120人（R3年度末）→1,094（R4年度末）
→　目標値「1,700人（R6年度末）」に対し、1,094人（R3年度末）と目標達成に
　向けより一層の推進が必要である。登録は5年毎の更新制のため、更新されずに登
　録者数が減少していくおそれがあるため、周知方法の工夫等を行い、未更新の防止
　及び新規登録者数の増加を図っていく。
■　被災建築物応急危険度判定士の登録者数
　　2,257人（R3年度末）→2,165人（R4年度末）
→　目標値「2,600人（R6年度末）」に対し、2,165人（R4年度末）と目標達成に
　向けより一層の推進が必要である。関係機関（国、市町村、建築関係団体）と協力
　し、制度を幅広く周知するとともに、WEB講習会を引き続き実施していく。

建築 C

1-1 地震に起因する建
物・交通施設の大規
模な倒壊・火災等に
よる多数の死傷者の
発生

大規模盛土造成地の安全性の把握

（推進方針）
　大地震時における大規模盛土造成地
の安全性を把握するため、現地調査実
施に向けた計画策定を行う市町に対し
て、国からの支援制度や調査の実施方
法などについて、情報提供や助言を行
う。

・　大規模盛土造成地の安全性を把握するため、現地調査実施に向けた計画策定を行う
　市町に対して、国からの支援制度や調査の実施方法などについて、情報提供や助言を
　行った。
・　大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務を2市が行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　盛土の現状調査（二次スクリーニング）の早期実施に向けた計画作成に関する情報
　提供や技術的助言を行う。

建築 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-1 地震に起因する建
物・交通施設の大規
模な倒壊・火災等に
よる多数の死傷者の
発生

住環境等の整備

（推進方針）
　住環境等の整備を促進するため、市
街地再開発事業や土地区画整理事業の
事業主体となる組合等、及び住環境整
備事業や狭あい道路整備等促進事業を
実施する市町村に対し、国の交付金に
よる各種事業手法について助言を行
う。

・　住環境等の整備を促進するため、各種事業について、市町村を対象に研修会等を
　年2回開催するとともに、組合との会議で助言を適宜実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　住環境等の整備促進のための市町村や組合等を対象とした研修、会議などの実施
　　年2回（R3年度末）→年2回（R4年度末）
→　目標値「継続実施」に対し、目標を達成している。引き続き、研修会や会議を実
　施し、住環境等の整備の促進を図る。

建築 A

1-1 地震に起因する建
物・交通施設の大規
模な倒壊・火災等に
よる多数の死傷者の
発生

不燃化を行う区域の指定

（推進方針）
　新たな市街地の形成などの状況を踏
まえ、市町村と連携し建築基準法に基
づき、屋根の不燃化及び延焼のおそれ
のある外壁の準防火性能化を行う区域
を指定し、市街地における防火対策を
促進する。

・　市町村と連携し、建築基準法第22条に基づき屋根の不燃化及び外壁の延焼防止
　対策等を行う区域の指定を行い、都市の防災対策を推進している。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　建築基準法第22条に基づく屋根の不燃化等を行う区域は指定済みである。
　今後も、市町村と連携し、必要に応じ区域の追加、変更等を行う。

建築 A

1-1 地震に起因する建
物・交通施設の大規
模な倒壊・火災等に
よる多数の死傷者の
発生

指定緊急避難場所となる県営公園の整
備、老朽化対策

（推進方針）
　指定緊急避難場所となっている県営
公園の機能を維持するため、改築・更
新等の維持管理を適切に行う。

・　公園内の施設について、施設管理計画に基づく改築・更新等の維持管理を実施
　している。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　公園内の施設について、施設管理計画に基づく改築・更新等の維持管理を実施
　しており、災害時に指定緊急避難場所となる公園内の施設の機能を維持するため、
　引き続き改築・更新等の維持管理を行う。

建築 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-2 津波・高潮による多
数の死傷者の発生

海岸保全施設等の津波・高潮・浸食対
策

（推進方針）
　津波・高潮等による被害から背後地
を守るため、及び冬期風浪等による越
波・浸水被害の軽減を目的とした浸食
対策のため、耐震・液状化対策のほか
減災効果を発揮する「粘り強い構造」
の導入など、各管理者において優先度
の高い箇所から順次、堤防や護岸など
の海岸保全施設の整備を行う。
　また、県では、市街地等を風害、潮
害などから守るため、海岸防災林の整
備や病害虫被害の防止にも取り組む。
　特に、近年では、気候変動の影響に
よる海面水位の上昇等が懸念されてお
り、巨大地震による津波やゼロメート
ル地帯の高潮等に対し沿岸域における
安全性の向上を図る津波・高潮対策に
重点的に取り組む。

・　高潮や高波等から背後地を守るための施設整備については、背後地の人家や公
　共施設等の状況を勘案して、優先度の高い箇所から整備を行っている。
・　松くい虫の被害により保安林機能が低下した海岸松林において、林況の復旧を
　図るため、抵抗性マツの植栽を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　高潮・高波対策の施設整備については、背後地の人家や公共施設等の状況を勘
　案して、優先度の高い箇所から整備を行うために必要な予算や、老朽化対策を計
　画的に実施するために必要なを国に要望していく。
　　また、保安林機能の回復を図る必要がある箇所について、抵抗性マツを植栽し
　松林の復旧を図る。

県土
農林

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-2 津波・高潮による多
数の死傷者の発生

津波・高潮に対する避難体制の強化

（推進方針）
　防災意識の向上を図るため、津波・
高潮発生時に円滑・迅速な避難が行わ
れるよう、沿岸地域の市町に対し津波
災害警戒区域図や高潮浸水想定区域図
の作成・提供により最大クラスの津
波・高潮に対応したハザードマップの
作成を支援するほか、災害図上訓練や
避難訓練などを通じて、関係市町に避
難計画の策定などの支援を行う。
　また、高潮による災害発生を特に警
戒すべき水位として高潮特別警戒水位
の設定を行い、市町村における避難計
画の充実を図る。

・　高潮ハザードマップの作成については、対象となる市町に助言を行うとともに、
　国の交付金制度を活用した作成支援を行っている。
・　高潮特別警戒水位の設定については、防災気象情報の一体的な運用の観点から
　関係機関との協議を進めている。
・　市町が作成するハザードマップ作成を支援するために、県内全ての沿岸に関し
　て高潮浸水想定区域図を作成し、公表を行っている。
・　市町村向け防災関係会議にて、津波に関する避難場所、避難所等の更なる周知
　に関する説明を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　津波ハザードマップの作成率
　　100％（H29年度末）　→　100％（R4年度末）
→　津波ハザードマップは関係全１９市町が作成済みとなっている。
■　高潮ハザードマップの作成支援率
　　66％（R2年度末）　→　　78％（R4年度末）
→　100％（R6年度末）に向け、作成に至っていない市町について、引き続き、
　ハザードマップ作成の重要性について周知を図るとともに、国の交付金制度を
　活用し早期に作成するよう支援を行う。
■　高潮特別警戒水位の設定
　　0沿岸（R2年度末）　→　0沿岸（R4年度末）
→　１沿岸（R6年度末）に向け、関係機関との協議を進め、早期の水位設定に
　努める。
■　津波に関する避難場所・避難所等の更なる周知に関する市町村への説明
　　実施（H30年度末）　→　実施（R4年度末）
→　年１回実施の目標は達成しており、引き続き、市町村向け防災関係会議にて、
　津波に関する避難場所、避難所等の更なる周知に関する説明を実施していく。

総務
県土

B

1-2 津波・高潮による多
数の死傷者の発生

水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化な
どによる効果的な管理運用の推進

（推進方針）
　津波や高潮等の来襲に対し、水門・
陸閘等の自動化・遠隔操作化などによ
る効果的な管理運用を検討する。
　また、電力供給停止時の対策とし
て、予備発電機の設置や運転可能時間
延伸についても検討する。

・　津波や高潮等の来襲に対し、水門・陸閘等の自動・遠隔操作化などによる効果
　的な管理運用を行うための手段を検討している。
・　電力供給停止時の対策について、手段を検討している。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　効果的な管理運用を行うための手段を検討し、予算の確保に努める。また、電
　力供給停止時の対策についても手段の検討や予算の確保に努める。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-2 津波・高潮による多
数の死傷者の発生

河川施設の地震・津波対策

（推進方針）
　地震・津波による浸水被害の軽減の
ため、河川堤防等の河川管理施設の点
検を進めつつ、その点検結果に基づ
き、必要に応じて対応を検討する。

・　河川堤防の耐浸透点検を行い、対策の必要な箇所を抽出した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　河川堤防の点検及び対応の検討を順次進めており、引き続き、本事業の事業進
　捗を計画的に図っていく。

県土 B

1-2 津波・高潮による多
数の死傷者の発生

大型台風を想定したタイムラインの運
用

（推進方針）
　大型台風時に災害対応の遅れや漏れ
を防ぐため、台風接近時には、台風災
害に備えたタイムラインを市町村に提
供し、住民に対する適時適切な情報提
供や避難誘導等に活用するよう促す。
　また、各市町村における実際の災害
対応を検証し、必要に応じてタイムラ
インの見直しを行う。

・　令和４年度においては、市町村へタイムラインを送付しなかったものの、台風
　接近前に市町村へ、災害対応の遅れや漏れを防ぐために警戒文を発出し、適時適
　切な対応を要請した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後は、平時においても市町村がタイムラインを作成できるよう、県防災ホー
　ムページに掲載していく。

総務 C



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-2 津波・高潮による多
数の死傷者の発生

漁村地域における防災・減災対策の推
進

（推進方針）
　漁港地域における防波堤と防潮堤を
組み合わせた多重防護による津波対策
や避難路の確保について、関係市町に
対し、普及啓発を行う。
　また、関係市町と連携し、必要に応
じて避難路の補修と改良等を行う。

・　漁村集落での防災体制が維持できるよう、関係市町と連携して避難路や待避所
　の維持、住民への周知を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　防災機能の強化対策が講じられた漁村の人口比率
　　100%（R3年度末）→100%（R4年度末）
→　目標値「維持」に対し、目標を達成している。引き続き、関係市町と連携し、
　避難路や待避所の維持、住民への周知を図り、漁村集落の防災体制を維持する。

農林 A

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

気候変動による水災害の激甚化、頻発
化に備えた「流域治水」の推進

（推進方針）
　気候変動による水災害リスクの増大
に備えるため、これまでの河川整備に
加え、流域内　　のあらゆる関係者に
より、田んぼや学校を活用した雨水貯
留施設の整備、ハザードマップの作
成、危険な地域への建築制限などに総
合的に取り組み、流域全体で水害を軽
減させる「流域治水」を推進する。
　流域の都市化により低下している保
水・遊水機能の復元を目的とした雨水
貯留・浸透施設の設置等による雨水流
出抑制をさらに進めるため、対策の効
果等を検討し、市町村などの施設管理
者に対して助言を行う。

・　4圏域について、幹事会及び協議会を開催した
・　農林業分野では、ため池、治山ダムの整備などハード対策に加えて、クリークの
　先行排水や田んぼダムなどソフト対策を実施。

【重要業績指標（KPI）】
■　流域治水協議会の開催
　　開催（R4年度末）
→　毎年度開催を目標としており、今年度も開催した。引き続き、幹事会や協議会を
　開催し、流域治水の促進を図る。
■　河川堤防の耐浸透点検延長
　　345.3km（R2年度末）→366.1km（R4年度末）
→　目標値「368.2km（R5年度末）」に向け、本施策の事業進捗を計画的に図って
　いく。

総務
県土
農林
建築

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

激甚な水害が発生した地域等において
集中的に実施する災害対策

（推進方針）
「平成29年７月九州北部豪雨」により
激甚な被害が発生した河川について、
同様の災害からの被害を防止するた
め、原形復旧にとどまらず、川幅の拡
幅や堤防の嵩上げなど施設機能の強化
を図る改良復旧を集中的に実施する。
　また、「平成30年７月豪雨」等で大
きな浸水被害が発生した河川について
は、堤防の嵩上げや河道の掘削等によ
り流下能力を向上させ、再度の浸水被
害を軽減する対策を集中的に実施する
とともに、「令和3年8月の大雨」等で
浸水被害をうけた県をまたぐ河川につ
いては、隣接県と避難情報の共有等、
浸水被害を軽減する対策に連携して取
り組む。
　　このような取組に加え、内水氾濫
による大規模な湛水被害が発生した地
域におけるシミュレーションを用いた
湛水リスクの評価や、筑後川下流地域
において、あらかじめクリークの水位
を下げ、雨水の受け皿を確保する先行
排水の広域化に向けた取組を実施す
る。

・　平成29年7月九州北部豪雨で甚大な被害が発生した１３河川について、改良復
　旧事業を実施した。
・　平成30年7月豪雨で大きな浸水被害が発生した河川について、浸水対策事業を
　実施した。
・　令和3年8月の大雨等で浸水被害をうけた県をまたぐ河川については、隣接県と
　避難情報の共有、浸水要因の解析等を実施した。
・　クリークの先行排水について、関係市町と連携し、4月から9月にかけて計6回
　実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　甚大な被害が発生した河川について、浸水対策事業や改良復旧事業を実施中で
　あり、事業の進捗に伴って流下能力が向上している。
　　引き続き、事業効果を早期に発現させるため、計画的な河川改修を実施していく。

県土
農林

B

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

治水対策の推進

（推進方針）
　大雨による浸水被害の軽減を図るた
め、大きな被害が想定される河川につ
いて、河道掘削、堤防整備、堤防強
化、調節池等の整備を推進する。ま
た、激甚化する風水害への対策の加速
化を図る。また、近年頻発する一級水
系の内水氾濫については、本川の流下
能力を維持するための浚渫など、国と
連携して取り組む。
　

・　令和４年度は、４３河川で河川改修を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　浸水被害が発生した河川について、順次整備を進めており、事業の進捗に伴って
　流下能力が向上している。
　　引き続き、事業効果を早期に発現させるため、計画的な河川改修を実施していく。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

下水道による都市浸水対策

（推進方針）
　都市における浸水対策の強化を図る
ため、雨水排水施設の整備に取り組む
市町に対し、地域の実情を踏まえた助
言を行い、都市浸水対策を推進する。

・　関係市町において、雨水管渠、雨水調整池、雨水排水ポンプの進捗を図った。
・　県は、関係市町に対し、都市浸水対策に関する計画・事業実施等への助言や
　情報提供を行うとともに、福岡県雨水対策研究会（あめんたい）を開催するこ
　とにより、市町の浸水対策の促進に努めた。

【重要業績指標（KPI）】
■　下水道による都市浸水対策達成率
　　70.8%（R3年度末）→71.0%（R4年度末）
→　目標値「74.5%（R7年度末）」に対し、各市町毎の都市浸水対策達成率に
　大きな開きがあり、達成率の低い市町に対する支援が課題である。目標達成に
　向け、一層の推進が必要である。浸水被害の軽減のため、引き続き、都市浸水
　対策達成率の向上に努める。
※　R3年度末の数値について前回調査時の算出方法が間違っていたことから、
　今回調査で正しい方法で算出した。そのため、前回と今回での数値が異なって
　いる。

建築 C

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

危機管理型水位計、簡易型河川監視カ
メラの設置

（推進方針）
　県管理河川の監視体制や、住民への
情報提供を強化し、早急な水防活動や
住民の適切な避難判断を支援すること
を目的に、従来の水位計や河川監視カ
メラに加え、低コストで設置可能な危
機管理型水位計や簡易型河川監視カメ
ラの設置を推進する。

・　北九州、田川、飯塚の３県土整備事務所管内に危機管理型水位計を設置した。
・　直方、朝倉、北九州、田川、飯塚の５県土整備事務所管内に簡易型河川監視
　カメラを設置した。

【重要業績指標（KPI）】
■　危機管理型水位計設置数
　　94箇所（R2年度末）→113箇所（R4年度末）
→　目標値「117箇所（R5年度末）」に向け、順調に推移している。設置した
　水位　計、カメラについて、適切な維持管理を行うとともに、市町村や住民要
　望にあわせて、適宜新規設置を検討する。
■　簡易型河川監視カメラ設置数
　　62箇所（R2年度末）→141箇所（R4年度末）
→　目標値「182箇所（R5年度末）」に向け、順調に推移している。設置した
　水位　計、カメラについて、適切な維持管理を行うとともに、市町村や住民要
　望にあわせて、適宜新規設置を検討する。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

ダムの事前放流の取組

（推進方針）
　河川管理者、ダム管理者、関係利水
者の密接な連携の下、事前放流の取組
をより効果的に実施するため、一級水
系においては国が設置している筑後
川、矢部川、遠賀川各水系の洪水調節
機能協議会、二級水系においては福岡
県が設置している福岡県二級水系洪水
調節機能協議会の場において、洪水調
節機能の向上の取組の継続・推進を図
る。

・　令和4年6月に二級水系ダム洪水機能調節機能協議会を開催し、洪水調節機能の
　向上の取組の継続・推進を促した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、協議会の場において、洪水調節機能の向上の継続・推進を促していく。

県土 B

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

排水ポンプ車の運用

（推進方針）
　県内の各地域において浸水被害が発
生した際に迅速な対応がとれるよう、
排水ポンプ車を12台配備し、市町村の
要請に応じて排水ポンプ車を出動させ
ることによって、浸水被害の軽減、早
期解消を図る。

・　令和４年７月に市町村からの要請を受けて久留米県土管内および南筑後県土管内
　に排水ポンプ車を出動させた。

【重要業績指標（KPI)】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、排水ポンプ車の運用を適切に行い、浸水被害の軽減等に努める。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

洪水及び内水に対するハザードマップ
の作成

（推進方針）
　水害時に円滑かつ迅速な避難が行わ
れるよう、洪水ハザードマップ及び内
水ハザードマップを作成する市町村に
対し、各市町村の実情を踏まえた助言
を行うとともに、ハザードマップを活
用した防災訓練の実施等を働きかけ
る。
　洪水ハザードマップについては、水
防法の改正により、想定最大規模降雨
に対応したハザードマップへ見直しが
必要なため、その更新の支援を行う。

・　洪水ハザードマップについて、R4年4月、6月、11月及び令和5年2月に開催し
　た大規模氾濫減災協議会にて、市町村のハザードマップ作成促進のため、説明会を
　行った。
・　洪水ハザードマップについて、福岡県市町村洪水ハザードマップ充実支援事業を
　新設し、令和4年度から令和6年度の3年間、国庫補助の1/2に加えて、1/4を補助
　することとした。（市町村の負担が1/4となる）
・　内水ハザードマップについては、対象となる市町に対し、助言を行うとともに、
　ハザードマップを活用した防災訓練の実施等について、働きかけを行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　想定最大規模降雨による洪水ハザードマップを作成・公表した市町村の割合
　　9％（H30年9月）→98.0％（R４年度末）
→　目標値「100％（R5年度末）」に対し、対象55市町村のうち54市町村が作成
　している。引き続き、市町村に対して、市町村ハザードマップ充実支援事業を周知
　し、作成を促していく。
■　想定最大規模降雨による内水ハザードマップを作成・公表した市町村の割合
　　0％（R2年度末）→11.9％（R４年度末）
→　目標値「55％（R7年度末）」に向け、順調に推移している。引き続き、洪水ハ
　ザードマップの重要性について周知を図り、国の交付金制度を活用し、早期に作成
　するよう働きかけを行っていくとともに、適切な助言に努めていく。

県土
建築

B

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

小規模河川における洪水浸水想定区域
図の作成

（推進方針）
　県が管理する水位周知河川等以外の
小規模河川（２９３河川）について、
洪水浸水想定区域図を作成し、住民等
に対し水害リスク情報の提供を行う。

・　令和４年度作成の６８河川で２河川を除き作成を完了した。

【重要業績指標（KPI）】
■　小規模河川の洪水浸水想定区図の作成率
　　34.1％（R3年5月末）→99％（R４年度末）
→　目標値「100％（R5年度末）」に対し、順調に推移している。残る２河川につ
　いては佐賀県にまたがる河川であり、浸水想定区域図は佐賀県が作成することとし
　ている。令和５年度に作成完了予定。

県土 B

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

県管理河川における水害対応タイムラ
インの策定

（推進方針）
　災害の発生時に防災行動を迅速かつ
効率的・効果的に行うため、市町村に
対し、河川の氾濫の際に、関係者や住
民がとるべき防災行動をあらかじめ時
系列で整理しておく水害対応タイムラ
イン策定の支援を行う。

・　大規模氾濫減災協議会において、策定方法の説明やひな形を提示するなど、早期
　の策定を促した。

■　KPIの設定なし
→　令和４年度にすべての市町村でタイムライン策定が完了した。

県土 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

「水防災意識社会　再構築ビジョン」
の推進

（推進方針）
　施設では防ぎきれない大洪水は必ず
発生するとの考えに立ち、「水防災意
識社会の再構築」に向けて、河川管理
者・都道府県・市町村等からなる、県
内７圏域の「大規模氾濫減災協議会」
において、減災のための目標を共有
し、ハード・ソフト対策を一体的・計
画的に推進する。

・　一級水系及び二級水系の７圏域について、幹事会及び協議会を開催した。

【重要業績指標（KPI）】
■　大規模氾濫減災協議会
　　各圏域年１回開催（H29年度）　→　開催（R4年度末）
→　目標値「毎年度開催」に対し、目標を達成している。避難・水防対策などのソフ
　ト施策の更なる充実を図るため、継続して協議会を開催する。

県土 A

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

ドローン等の新技術活用

（推進方針）
　ドローン等を利用する災害関連情報
の収集を高度化し、災害時の迅速な復
旧体制の構築や、デジタル技術を活用
した維持管理の効率化・省力化に向け
た取組を進める。

・　ドローンについては、各県土整備事務所へ1台ずつ配備し運用している。
　（全11台）

■　KPIの設定なし
→　災害時等でも現地へ立ち入らずに、目視できない場所でも自律飛行が可能となる
　ドローンを令和6年度に導入する予定。

県土 A

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

防災まちづくり拠点施設及び防災広
場、防災公園の整備

（推進方針）
　大雨による河川からの越水、地すべ
り、がけ崩れ等の多様な災害から住民
を守るため、防災まちづくり拠点施設
（避難所、貯水槽、倉庫等）及び防災
広場、防災公園の整備を行う市町村に
対し、国の支援事業である都市防災総
合推進事業について助言を行う。

・　国の支援事業である都市防災総合推進事業について、市町村を対象に研修会等を
　年１回開催するとともに、市町村との協議で助言を適宜実施した。

■　KPIの設定なし
→　引き続き研修会を実施し、防災まちづくり拠点施設及び防災広場、防災公園整備
　の促進を図る。

建築 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

浸水対策としての公共施設、宅地の嵩
上げ

（推進方針）
　大規模な豪雨災害による浸水被災地
で、家屋の集団移転が困難等の要件満
たす地区において、同程度の出水に対
する安全性を確保するために、公共施
設と宅地との一体的な嵩上げを行う市
町村に対し、国の支援事業である宅地
嵩上げ安全確保事業について助言を行
う。

・　国の支援事業である宅地嵩上げ安全確保事業について、市町村を対象に研修会
　等を年１回開催するとともに、市町村との協議で助言を適宜実施した。

■　KPIの設定なし
→　引き続き研修会を実施し、浸水対策としての公共施設、宅地の嵩上げの促進を
　図る。

建築 B

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

緊急時の避難先の確保

（推進方針）
　水害時における県営住宅の空き住戸
の活用について、市町村と協定を結
び、県営住宅やその周辺の住民が、市
町村が定める避難場所等に避難する時
間的余裕がない場合、緊急かつ一時的
に避難する先（緊急時の避難先）を確
保する。

・　令和4年4月に市町村防災担当課へ、水害時における県営住宅の空き住戸活用に
　関する意向確認を実施。

■　KPIの設定なし
→　今後も、年に１回程度、市町村へ水害時に県営住宅空き住戸を一時避難先とし
　て活用の意向があるか調査又は確認を実施。一時避難先として適切な空き住戸の
　確保が可能な場合、市町村と協定を締結し一時避難先を確保する。

建築 B

1-3 広域の河川氾濫等に
起因する浸水による
多数の死傷者の発生

高齢者施設等における水害対策

（推進方針）
　大雨等により発生し得る災害に備え
て、高齢者施設等の管理者に対し、利
用者が円滑で安全に避難できるよう、
水害対策に伴う改修等を促す。

・　水害対策に伴う改修等に対し、国庫補助金や県補助金により３件補助を行った。

■　KPIの設定なし
→　引き続き、必要に応じて、水害対策に伴う改修等に対する補助を実施し、水害
　対策に伴う改修等を促進していく。

保健 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-4 大規模な土砂災害・
火山噴火等による多
数の死傷者の発生

激甚な土砂災害が発生した地域におけ
る再度災害防止対策の集中的実施

（推進方針）
　平成29年７月九州北部豪雨等、土砂
災害により激甚な被害が発生した際
は、再度災害防止対策として砂防施設
等（砂防設備、地すべり防止施設、急
傾斜地崩壊防止施設）の整備を集中的
に実施する。

・　災害復旧に係る砂防施設等の対策工事を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　早期の事業完了を目指す。

県土 B

1-4 大規模な土砂災害・
火山噴火等による多
数の死傷者の発生

人家や公共施設等を守るための土砂災
害対策の推進

（推進方針）
・土砂災害危険箇所等における砂防施
設等の整備
〇　土砂災害の防止・軽減を図るた
め、土砂災害危険箇所等について、保
全対象となる人家、病院、公共施設等
の状況や被災履歴等を勘案しながら、
緊急性、重要性の高い箇所を中心に砂
防施設等の整備を進める。
・気候変動等の影響を踏まえた重点的
整備
〇　近年、頻発する甚大な土砂災害を
踏まえ、下記（※）の緊急性・重要性
の高い箇所については、重点的に施設
整備を行う。
　※緊急的に土砂・流木の流出防止対
策が必要な渓流における捕捉効果の高
い透過型砂防堰堤等の整備
　※土砂・洪水氾濫による被災する危
険性が高く、緊急性の高い箇所におけ
る砂防堰堤等の整備
　※被災のおそれが高く、かつ地域へ
の影響の大きな石積堰堤の改築
・既存ストックを有効活用した対策
〇　効果的・効率的な施設整備を進め
るため、既存の砂防堰堤の機能強化と
組み合わせて新規堰堤を整備するな
ど、既存ストックを活用した整備を行
う。

・　継続事業箇所における砂防施設等整備及び、新規事業箇所の砂防施設等整備を実施
　した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　早期の事業効果が期待できるソフト対策（土砂災害警戒区域等の指定及びホームペ
　ージでの公表、土砂災害危険度情報の配信等）と一体となった土砂災害対策を進める。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-4 大規模な土砂災害・
火山噴火等による多
数の死傷者の発生

治山施設の整備

（推進方針）
　山地に起因する災害から県民の生
命、財産を保全するとともに、水源か
ん養、生活環境の保全・形成等を図る
ため、保安林及び治山施設の整備を推
進する。
　また、地域森林計画の「保安林の整
備及び治山事業に関する計画」に掲載
されている地区及び地域森林計画区内
における山地災害危険地区での治山事
業を実施する。

・　国の森林整備保全事業計画に基づき、保安林や治山施設の整備を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数
　　1,853集落（R3年度末）→1,858集落（R4年度末）
→　目標値「1,855集落（R5年度末）」に対し、1858集落（R4年度末）と目標を
　達成した。保安林指定に必要な同意や土地使用に伴う同意など、引き続き、市町村
　と連携して調整を図っていく。

農林 A

1-4 大規模な土砂災害・
火山噴火等による多
数の死傷者の発生

土砂災害に対するハザードマップの作
成、避難体制の強化

（推進方針）
　土砂災害の警戒避難体制の強化を図
るため、地形改変等及び高精度地形情
報による新たな土砂災害警戒区域の指
定など区域の見直しを適時行うととも
に、市町村が行う土砂災害ハザード
マップの作成の支援に加え、市町村と
連携した住民に対する土砂災害に関す
る防災知識の普及啓発を図る。
　また、土砂災害特別警戒区域内の建
築物の所有者等に対し、市町村と連携
し、がけ地近接等危険住宅移転事業な
どの移転支援制度の周知を行う。これ
らの取組みを行うことで、実効性のあ
る警戒避難体制の構築・強化を図る。

・　地形改変等による土砂災害警戒区域の指定など区域の見直しを行った。
・　令和４年度は、がけ地近接等危険住宅移転事業の利用実績は６件であった。
　
【重要業績指標（KPI）】
■　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定区域
　　警戒区域：18,258区域、特別警戒区域：16,594区域（R4年1月）
　→警戒区域：18,281区域、特別警戒区域：16,599区域（R4年度末）
→　目標値「新規指定、区域の見直しの実施」に対し、地形改変等に伴う土砂災害警
　戒区域の見直しを随時実施できており、その結果を、市町村に提供している。今後、
　高精度地形情報による新たな抽出された箇所について、土砂災害警戒区域の指定を
　行っていく。
■　土砂災害ハザードマップの作成率
　　100％（R3年度末）→100％（R4年度末）
→　目標値「新規指定、区域の見直しを含め100％を維持（R6年度末）」に対し、
　目標を達成している。引き続き、市町村への支援や連携により、防災意識の普及啓
　発に努める。

県土
建築

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-4 大規模な土砂災害・
火山噴火等による多
数の死傷者の発生

土砂災害対策としての公共施設、宅地
の嵩上げ

（推進方針）
　大規模な土砂災害による被災地にお
いて、地域の安全性を確保するため
に、再度土石流からの被害を発生させ
ないよう河川改修事業、砂防事業等の
復興事業と連携して、堆積した土砂を
活用し公共施設と宅地との一体的な宅
地嵩上げを行う市町村に対し、国の支
援事業である宅地嵩上げ安全確保事業
について助言を行う。

・　国の支援事業である宅地嵩上げ安全確保事業について、市町村を対象に研修会等
　を年１回開催するとともに、市町村との協議で助言を適宜実施した。

■　KPIの設定なし
→　引き続き研修会を実施し、土砂災害対策としての公共施設、宅地の嵩上げの促進
　を図る。

建築 B

1-4 大規模な土砂災害・
火山噴火等による多
数の死傷者の発生

山地災害危険地区の指定・公表

（推進方針）
　山地災害に備えるため、山地災害が
発生するおそれの高い箇所として指定
した「山地災害危険地区」について、
県ホームページで情報提供するととも
に、必要に応じて指定・公表の見直し
を行う。

・　県のHPに山地災害危険地区マップを掲載し、住民への情報提供を行うとともに、
　山地災害防止キャンペーンを活用したポスターやパンフレットの配布を行い、防災
　意識の向上を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　山地災害危険地区の情報提供率
　　100%（R3年度末）→100%（R4年度末）
→　目標値「100%（R5年度末）」に対し、100%（R4年度末）と目標を達成して
　いる。引き続き、県HPを活用した山地災害危険地区の情報提供などに取り組み、住
　民への防災意識の向上を図っていく。

農林 A

1-4 大規模な土砂災害・
火山噴火等による多
数の死傷者の発生

自然歩道の整備

（推進方針）
　自然災害時に利用者が安全に避難す
るため、自然歩道のルートを示す誘導
標識や階段等の施設整備を推進する。

・　自然歩道の誘導標識、案内板、階段等の施設整備を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、利用者が安全に避難するための施設整備を図っていく。

環境 B

1-4 大規模な土砂災害・
火山噴火等による多
数の死傷者の発生

自然公園施設の整備

（推進方針）
　自然災害時に避難施設として利用可
能な自然公園施設において、トイレ等
の整備を行い、避難拠点としての基盤
強化を推進する。

・　自然公園施設における公衆便所の再整備を行い、避難拠点としての基盤強化を推
　進した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、避難施設として利用可能な自然公園施設の整備を行い、避難拠点とし
　ての基盤強化を図っていく。

環境 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

防災情報通信基盤の整備

（推進方針）
　法令に基づく情報の収集・伝達を確
実に行うため、県と国、市町村、防災
関係機関とを結ぶ福岡県防災・行政情
報通信ネットワークの計画的な維持管
理を行う。また、高度化、多様化する
情報通信に対応し、災害時の確実かつ
迅速な通信手段とするため、同ネット
ワークの再整備により主回線を高速・
大容量の光回線、副回線を地上無線回
線等で二重化するとともに、災害・防
災情報を市町村等との間で共有・配信
できるシステム等を構築する。

・　福岡県防災・行政情報通信ネットワークシステムの機能を維持するため、定期的
　に防災行政無線設備の保守点検を実施した。また、同設備の維持に必要不可欠な重
　要部品の交換を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　福岡県防災・行政情報通信ネットワークシステムの再整備
　　完成（R1年度末）
→　目標値「完成（R1年度末）」に対し、令和元年度に目標を達成している。引き
　続き、福岡県防災・行政情報通信ネットワークシステムの適切な維持管理及び運営
　を行う。

総務 B

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

福岡県総合防災情報システムの活用

（推進方針）
　県民の水防活動・自助行動の更なる
促進を図るため、福岡県総合防災情報
システムの維持管理や改良を行うとと
もに、緊急性や切迫感が伝わる河川情
報や分かりやすい防災情報を提供す
る。

・　福岡県総合防災情報システムの機能を維持するため、定期的なシステム保守点検を
　実施し、必要に応じて部品等の交換を行った。
・　システム改良を行い、機能の向上を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　福岡県総合防災情報システムの安定した運用を継続的に実施している。引き続き、
　福岡県総合防災情報システムの適切な維持管理を行う。

県土 A

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

ダムの情報提供

（推進方針）
　洪水時のダムの貯水池の状況をリア
ルタイムで提供するため、福岡県総合
防災情報ホームページにおける情報提
供を継続していく。また、ダムの緊急
放流時（異常洪水時防災操作、非常用
洪水吐越流）における情報提供につい
て、関係機関への情報伝達に加え、福
岡県総合防災情報ホームページや報道
機関への情報提供を行うことで、広く
住民への周知を図る。

・　緊急放流の実績なし。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　令和４年５月にダム洪水対応演習を実施し、関係機関への情報伝達ができる体制
　を強化。引き続き、ダムの緊急放流時（異常洪水時防災操作、非常用洪水吐越流）
　においては、関係機関への情報伝達に加え、福岡県総合防災情報ホームページや報
　道機関への情報提供を行う。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

土砂災害時の避難判断に有効な情報の
提供

（推進方針）
　災害発生前に、土砂災害の危険度が
分かる土砂災害危険度情報を、事前に
登録した住民に地図画像付きのメール
で配信するためのシステムを広く県民
に周知を図る。

・　気象庁の土砂キキクルにおける危険度の変更に伴い、メール配信システムも同様
　に変更をを行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　システム登録者数が増加している。引き続き、土砂災害からの避難に有効な情報
　発信を行うとともに、登録者増加に向け、さらなる周知を行っていく。

県土 A

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

大都市（多数の人が集まる場所等）に
おける避難対策

（推進方針）
　大規模集客施設の管理者等に対し、
定期的に避難訓練を実施するよう働き
かける。
　また、市町村に対し、災害時の通信
手段として有効な公衆無線LAN（Wi-
Fi）など、地域の特性に応じ多様な手
段を活用し、情報伝達手段を多重化す
るよう働きかける。

・　災害時に有効な通信手段として、平成28年度から県内の7県有施設において、公
　衆無線ＬＡＮサービス「福岡防災フリーWi-Fi」を運用開始し、保守運用を行ってい
　る。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　災害時に避難所等として利用可能な県有施設については、Wi-Fiの整備が完了した
　が、情報伝達手段の多重化の取組みには地域差があるため、引き続き、市町村に対
　し、Wi-Fi等を活用し、情報伝達手段を多重化するよう働きかける。

総務 B

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

要配慮者利用施設の避難確保計画の作
成支援

（推進方針）
要配慮者利用施設の管理者等に対し、
市町村や気象台と連携をとり、防災気
象情報の活用や水害リスク、計画作成
のポイント等に関する講習会を開催す
るなど、必要な支援等を行う。

・　要配慮者利用施設の管理者等に対し、関係課、気象台及び市町村と連携をとり、
　防災気象情報の活用や水害リスク、計画作成のポイント等に関する講習会を実施し
　た。
・　要配慮者利用施設の管理者等に対し、各要配慮者施設に関わる条例等に基づき、
　適宜非常災害時における計画及び訓練の実施状況を確認した。
・　施設に対し、適宜避難確保計画の作成状況を確認し、未作成の施設に対しては作
　成するよう指導し必要な情報提供を行った。
・　毎年度、事業継続計画（BCP）策定研修を実施している。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、要配慮者利用施設管理者等に対し、非常災害時における計画作成状況
　及び訓練実施状況を確認し、未作成の施設に対し必要な支援等を行う。
　　また、引き続き、年に１回程度、事業継続計画（ＢＣＰ）策定研修会を実施する。

総務
人・県
保健
福祉
県土
教育

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

指定避難所及び避難所以外避難者の支
援体制

（推進方針）
　避難者の健康が維持されるよう、避
難所の生活環境の改善、車中泊・テン
ト泊等の避難所以外避難者の支援、避
難所施設管理者との連携について、必
要に応じて避難所運営マニュアルを見
直すよう市町村を支援する。

・　福岡県避難所運営マニュアル作成指針を参考に各市町村の避難所運営マニュアル
　の作成や見直しを行うよう、副市町村長会議や防災関係課長会議で要請するととも
　に、市町村防災担当者ヒアリングにおいて助言を行っている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　令和２年６月時点で全市町村が作成済みとなった。避難所運営マニュアルを必要
　に応じて見直すよう、市町村防災担当者ヒアリングにおいて、引き続き市町村に助
　言していく。

総務 A

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

避難行動要支援者の避難支援

（推進方針）
　避難行動要支援者の安全の確保を高
めるため、個別避難計画の作成率が低
い市町村を対象として、福祉専門職や
地域住民の計画作成への理解向上及び
避難支援者の確保等に取り組み、全市
町村の計画作成率が100%に近づくよ
う支援する。

・　令和４年度から個別避難計画作成促進事業として避難支援者の確保のための助言
　や研修への専門家の派遣、個別避難計画作成手順書ひな形の配布、作成率70％未
　満の市町を対象とした個別ヒアリング等の支援を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　避難行動要支援者の個別避難支援計画の作成率が70%超の市町村数
　　34市町村（R3年度末）→33市町村（R4年度末）
→　避難行動要支援者数の増減に伴い、数値目標とした市町村数は当初値に比べ減少
　したものの、計画作成率の市町村平均は、46.3％（令和３年度末）から50.3%
（令和４年度末）と上昇しており、取組みには一定の効果があったものと考える。引
　き続き、市町村における避難行動要支援者の個別避難計画の作成が進むよう、避難
　支援関係者間で連携を図るための協議会の設置、避難支援者の候補となる方の洗い
　出しなど、避難支援者を確保するための取組を市町村と連携して行っていく。

総務 C

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

福祉避難所への避難体制の整備の促進

（推進方針）
　要配慮者の福祉避難所への避難体制
の整備を支援するため、市町村と連携
し、住民参加の研修会や避難訓練を実
施する。

・　災害時に要配慮者が円滑に福祉避難所に避難できるよう、希望する市町において、
　住民参加の、一般避難所と併設する福祉避難所の開設訓練・福祉避難所への移送想
　定訓練を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　災害時に要配慮者が確実に福祉避難所に避難できるよう、引き続き、研修会及び
　避難訓練を実施していく。

福祉 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

防災・避難に関する分かりやすい情報
発信と県民が取るべき行動の啓発

（推進方針）
　　防災・避難に関する情報を、県民
がスマートフォンなどで簡単に入手で
きる環境を整備する。
　避難情報の意味の正しい理解と適切
な避難行動を促すため、過去の災害に
おいて適切な避難行動につながった自
助・共助の取り組み等について、福岡
県防災ハンドブックやイベント、出前
講座等の機会を通じ、県民への啓発を
図る。

・　適切に防災HPの運用・保守を行い、防災・避難に関する情報を引き続き発信し、
　本HPで情報発信していることを適宜周知した。
・　令和4年12月23日にリリースした、県独自の防災アプリ「ふくおか防災ナビ・
　まもるくん」は、本HPに簡単にアクセスできるよう設計した。
・　平成30年4月に県防災ハンドブックを作成し、令和2年2月に、平成30年7月豪
　雨等、新たに発生した災害からの教訓を踏まえ改訂。県内市町村や消防本部等に配
　布している。
・　令和4年度は、防災出前講座及び防災出前授業を計18回開催し、県民や事業者に
　対し、ハンドブックを紹介し、県内市町村や自主防災組織等からの求めに応じ、冊
　子版を配布した。

【重要業績指標（KPI）】
■　福岡県防災ホームページの閲覧件数
　　47万件（R1年度末）→76万件（R4年度末）
→　目標値「104万件（R６年度）」に向け、順調に推移している。
■　福岡県防災ハンドブックの作成
　　作成（H30.4月）　→必要に応じて配布
→　目標値「継続的な改訂の実施・配布」に対し、R4年度は目標を達成した。
　　引き続き、県防災ホームページを安定的に運用・保守し、防災・避難に関する情
　報を充実させていくことで、県民への啓発を図る。また、防災出前講座や防災イベ
　ント等において、防災ハンドブックを紹介・配布し、必要に応じて改訂や増刷を検
　討する。

総務 B

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

外国人に対する支援

（推進方針）
　災害時に外国人の適時適切な避難が
行われるよう、平時より多言語防災ハ
ンドブックにより防災に関する知識の
普及を推進する。また、福岡県国際交
流センター等と連携し、多言語での情
報提供を行うため、外国人向け防災
メール・まもるくんの登録促進や「災
害時通訳・翻訳ボランティア」の養成
を行う。併せて、福岡県観光連盟等と
連携し、ホームページを通じて、国内
外の観光客に対し、多言語で交通状況
や気象などの情報を発信する。
　さらに、多言語化した県防災ホーム
ページを活用し、適宜、防災、避難等
に役立つ情報を発信する。

・　外国人の登録者数を増やすため、チラシを当課主催の会議等で配布したり、（公
　財）福岡県国際交流センターのホームページに掲載するなどして広報を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　外国人向け防災メール・まもるくん登録者数
　　589人（R3年度末）→663人（R4年度末）
→　平成29年から毎年発生している豪雨の影響により、在住外国人の防災に対する
　意識が高まったことに加え、広報活動を行うなどした結果、登録者が増加した。
　　なお、メール配信廃止に伴い、令和５年度以降の計上は不可となる。

総務
企画
商工

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

防災教育の推進

（推進方針）
　児童生徒の防災意識の向上や安全確
保を図るため、各学校が行う防災に関
する学習や防災訓練の実施、職員が講
じるべき措置を定めた危機管理マニュ
アルの作成・更新について、各種研修
の機会を通して周知を行う。

・　学校安全担当者研修会や県指導主事研修会等で、災害時の引渡し手順・ルールの
　策定率を向上させるための啓発を行った。
・　安全教育担当教員を対象にオンライン研修を実施し、本県における防災等に関す
　る現状や課題を共有し、資質向上を図った。
・　防災教育に関する実践研究校を指定し、防災教育の取組を推進した。

【重要業績指標（KPI）】
■　災害時の児童生徒の引渡し手順・ルールの策定率（公立小中学校）
　　72.7%（R2年度）　→77.8％（R4年度末）
→　目標値「100%（R8年度末）」に向け、順調に推移している。
　今後は、校長のリーダーシップの下、学校安全計画に基づく学校全体としての活動
　や適切な役割分担に基づく事故・災害等 発生時の対応ができるよう校内体制を整え
　るよう周知していく。

教育 B

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

男女共同参画の視点を持った災害対応
人材の育成

（推進方針）
　災害発生時及び平常時の備えの段階
から、男女共同参画の視点をもって対
応できる人材を育成するため、自主防
災組織や地域コミュニティのリー
ダー、地域防災の担い手となる男女を
対象に研修を実施する。

・　県内４地域において、自治会の役員や自主防災組織のメンバー等を対象に、災害
　時はもとより平常時においても多様な視点で防災・復興に対応できる女性リーダー
　等を育成するために、災害対応における男女共同参画の視点や多様な立場からの災
　害関連死を講義で学び、その学びを生かした避難所運営のグループワークを実施し
　た。

【重要業績指標（KPI）】
■　男女強度巣案核の視点を持った災害対応人材育成研修受講者数
　　552人（R3.6）　→729人（R4年度末）
→　目標値「960人（R5年度末までの延べ人数）」に向け、順調に推移している。
　　引き続き、参加者数の増加に向けて、防災企画課と連携した市町村や防災関係団
　体への周知に取り組むとともに、参加者からのアンケート結果や講師からのフィー
　ドバックを踏まえ、実践的かつ参加者のニーズに即した研修となるよう内容の検討
　を行っていく。

人・県 B

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

多様な視点を反映した災害対応の啓発

（推進方針）
　高齢者、子ども、外国人、性的少数
者など多様な視点を踏まえた災害時用
備蓄や避難所等での避難生活の重要性
について、各種広報、出前講座等を通
じて啓発する。

・　県政出前講座を計１７回開催し、県民に対し、多様な視点を踏まえた備蓄を促進
　した。
・　防災イベントにおいて、備蓄すべき品目として女性用非常持出品（衛生用品）等
　を紹介した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、県政出前講座や防災イベント等の様々な機会を捉え、多様な視点を踏
　まえた災害への備えについて周知を行う。

総務 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

1-5 情報伝達の不備や防
災リテラシー教育の
不足、深刻な交通渋
滞等に起因する避難
の遅れによる多数の
死傷者の発生

適時適切な避難情報の発令

（推進方針）
　災害時の円滑かつ迅速な避難を確保
するため、令和３年５月に改定された
「避難情報に関するガイドライン」を
踏まえ、市町村が適切に避難情報を発
令できるよう説明会の開催等により支
援する。

・　副市町村長会議や防災担当課長会議等において、避難指示等の避難情報の発令が
　必要な状況になった際には、空振りを恐れず躊躇なく避難情報を発令する様に助言
　を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　避難情報の適切な発令基準を設定している市町村
　　60全市町村（R3年度末）　→維持（R4年度末）
→　目標値「維持」に対し、目標を達成している。　国のガイドラインを踏まえた避
　難情報の発令基準となるよう、また、中小河川についても基準を設定するよう、引
　き続き市町村に助言していく。

総務 A

2-1 被災地における水・
食料・電力・燃料
等、生命に関わる物
資・エネルギー供給
の長期停止

公助による備蓄・調達の推進

（推進方針）
　福岡県備蓄基本計画に基づき、災害
時に迅速かつ着実に被災市町村へ備蓄
物資を供給するため、適切な管理を行
うとともに、避難所運営に必要な資機
材等の整備を行う。
　また、市町村に対しても、同計画で
定めた目標量の備蓄物資を確保するこ
とや、備蓄物資の供給に関する協定を
締結するよう働きかける。

・　出水期に備蓄物資の点検を実施した。
・　民間企業と災害時における物資の供給に関する協定を締結した。

【重要業績指標（KPI）】
■　福岡県備蓄基本計画に基づく県の食料の備蓄量の充足率
　　100%（47,000食分）（R3年度末）→100%（47,000食分）（R4年度末）
→　目標値「備蓄量の維持」に対し、目標を達成している。引き続き、備
　蓄量の維持に努める。
■　福岡県備蓄基本計画に基づく県の避難所運営資機材の備蓄量
　　仮設トイレ60台、発電機60台等（R3年度末）→仮設トイレ70台、発電機60
　台等（R4年度末）
→　目標値「必要に応じ順次整備」に対し、令和3年度は調達を実施しなか
　った。今後も、必要に応じ備蓄物資の調達を行う。
■　福岡県備蓄基本計画に基づく食糧の備蓄量を充足している市町村数
　　97%（R3年度末）→100%（R4年度末）
→　目標値「R4年度以降100%を維持」に対し、目標を達成している。
■　物資の供給に関する協定の締結事業者数
　　34業者（R3年度末）→36業者（R4年度末）
→　目標値「協定締結先の拡大」に対し、目標を達成している。引き続き、協定締結
　先の拡大に向け、検討を進める。
■　物資等の緊急輸送に関する協定の締結事業者数
　　11業者（R3年度末）→12業者（R4年度末）
→　目標値「協定締結先の拡大」に対し、目標を達成している。引き続き、協定締結
　先の拡大に向け、検討を進める。
■　災害時における物資の保管等に関する協定の締結事業者数
　　2業者（R3年度末）→2業者（R4年度末）
→　目標値「協定締結先の拡大」に対し、新たに協定を締結できなかった。引き続き、
　協定締結先の拡大に向け、検討を進める。

総務
福祉

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-1 被災地における水・
食料・電力・燃料
等、生命に関わる物
資・エネルギー供給
の長期停止

自助・共助による備蓄の促進

（推進方針）
　県民や事業所等による備蓄を促進す
るため、出前講座や防災展示、県広報
紙等での広報を実施する。

・　県政出前講座を計17回開催し、県民に対し、備蓄を促進。
・　5月に県庁ロビーで『「災害から命を守る」県庁ロビー展～自助行動のすすめ～』
　を開催し、備蓄の必要性を周知。

【重要業績指標（KPI）】
■　県民及び事業所における3日分以上の備蓄実施率
　　県民：食糧42.1%、飲料水25.5%（R3年9月）
　→県民：食糧48.9%、飲料水33%（R4年9月）
→　目標値「50%（R6年度末）」に対し、食糧48.9%、飲料水33%（R4年9月）と
　一層の推進が必要である。県政出前講座や防災イベント等において、備蓄の必要性に
　ついて周知を行い、備蓄促進に努める。

総務 C

2-1 被災地における水・
食料・電力・燃料
等、生命に関わる物
資・エネルギー供給
の長期停止

給食施設における給食供給体制の整備

（推進方針）
　保健福祉（環境）事務所が特定給食
施設栄養報告書により把握した給食施
設ごとの備蓄状況を取りまとめ、施設
基準の指導監査を行う所管部局へ情報
提供を行い、当該部局で、各施設に応
じた供給体制の整備のための指導を行
う。

・　各保健福祉（環境）事務所において実施している、給食施設指導のなかで、備蓄に
　関する事項の確認を実施（最低1回/年）。
・　各施設からの栄養報告書により備蓄内容の確認を行っているほか、必要に応じて施
　設巡回時に現物の確認等を行っている。

【重要業績指標（KPI）】
■　特定給食施設の備蓄量に関する情報共有
　　実施（R3年度末）→実施（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。引き続き、特定給食施設の備
　蓄量について把握していく。

保健 A

2-1 被災地における水・
食料・電力・燃料
等、生命に関わる物
資・エネルギー供給
の長期停止

道路施設が持つ副次的機能の活用

（推進方針）
　防災拠点としての機能を高めるた
め、｢道の駅｣については、関係市町村
と役割分担を図りつつ防災設備の整
備・維持補修を行う。

・　防災拠点としての機能を果たすため、点検などを実施している。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後も災害時に防災拠点としての機能を果たすため、適切な維持管理を行う。

県土 A

2-1 被災地における水・
食料・電力・燃料
等、生命に関わる物
資・エネルギー供給
の長期停止

高齢者施設等における電力供給体制の
整備

（推進方針）
　災害による停電時にも、施設機能を
維持するための電力の確保を自力でで
きるよう、非常用自家発電設備等の整
備を促進する。

・　非常用自家発電設備等の整備に対し、国庫補助金や県補助金により１件補助を
　行った。

■　KPIの設定なし
→　引き続き、必要に応じて、非常用自家発電設備等の整備に対する補助を実施。

保健 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-2 多数かつ長期にわた
る孤立地域等の同時
発生

現場映像配信体制の構築

（推進方針）
　国（九州管区警察局福岡県情報通信
部）は、災害時に県及び県警察が真に
必要とする現場映像を迅速・的確に提
供できるよう、平常時から県、県警察
及び他機関が主催する防災訓練等に積
極的に参加し、モバイル型映像伝送装
置等による映像伝送技術の向上を図
る。

・　各種警察活動及び各種訓練において、映像機器を活用した映像伝送を行い、映像
　伝送技術及び対応能力の向上を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　各種訓練等への参加により映像配信訓練を実施した件数
　　30件（R3年度末）→14件（R4年度末）
→　目標値「年20件程度」に対し、災害を想定した映像伝送訓練は14件であったが、
　各種訓練等において映像伝送を行い、映像伝送技術の向上を図ることができた。
　映像伝送機器等に習熟していない職員に対して、各種訓練及び各種警察活動に参加
　させ映像伝送に係る技術力と対応能力の向上を図る。また、今後も継続して県、県
　警察及び他機関が主催する防災訓練等に積極的に参加し、災害現場における更なる
　対応能力の向上を図る。

警察 B

2-2 多数かつ長期にわた
る孤立地域等の同時
発生

分散型エネルギーの導入促進

（推進方針）
　再生可能エネルギーやコージェネ
レーションシステムなどの自立・分散
型エネルギーは、災害などによる停電
時にも利用可能であることから、地域
におけるエネルギー供給システムの強
靱化に資する重要な設備であるため、
市町村や事業者と連携し、導入促進を
図る。

・　県内中小企業における省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備等の導入促進
　のため、低利融資を行った。
・　コージェネレーションシステムの導入を促進するためのセミナーを開催した（開
　催数１回）。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　非常用電源に加え、地域におけるエネルギー供給システムの強靱化に資する自
　立・分散型エネルギーの更なる整備が必要であるため、引き続き、再生可能エネル
　ギーやコージェネレーションシステムなどの自立・分散型エネルギーの導入を促進
　する。

企画 B

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

警察施設の耐震化及び老朽化対策

（推進方針）
　警察署及び交番・駐在所について、
適切な維持管理や計画的な修繕を実施
するとともに、耐用年数を超過し、老
朽・狭隘化が著しい箇所については、
建替えや改修といった整備を検討す
る。
　また、建替え予定の警察署及び交
番・駐在所は、それぞれ災害警備本部
現地指揮所、災害対策の前進拠点とし
ての機能強化を図る。

・　耐用年数を超過し、老朽・狭隘化した交番3箇所（糸島駅前交番、二瀬交番、
　中山交番）、駐在所3箇所（北崎駐在所、城井駐在所、北山駐在所）を改築した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　令和4年度末現在、36警察署中耐用年数が超過したものが10箇所、交番所・駐
　在所329箇所中耐用年数が超過したものが117箇所残っており、改築整備を進め
　ていく必要があることから、今後も、今後も警察署及び交番・駐在所の改築整備を
　実施し、災害対策の前進拠点として機能強化を図っていく。

警察 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

災害対応装備資機材等の整備

（推進方針）
　最新の知見に基づく被害想定や、大
規模災害を経験した他県等における資
機材整備の状況等を勘案し、災害対応
に必要不可欠となる資機材について、
優先度の高い警察署から順次整備を進
める。
　また、整備した資機材を活用した災
害警備訓練等を実施し、対処能力の向
上を図る。

・　災害対応能力の強化に向け、救出救助部隊や各警察署に必要な資機材の検討を行
　い、予算措置を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　近年の災害対応を踏まえ、災害対策資機材やシステムの整備を進めるとともに、
　同資機材等を活用した災害警備訓練等を実施し、災害対応能力の向上を図る。

警察 B

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

信号機電源付加装置の整備

（推進方針）
　老朽化した信号機電源付加装置を順
次更新するとともに、交通状況の変化
等を踏まえ必要箇所の整備を行う。

・　主要幹線道路及び災害時の緊急輸送道路上における重要交差点の信号機電源付加
　装置を15基更新した。

【重要業績指標（KPI）】
■　停電による信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備台数
　　202基（更新1基、新設3基）（R3年度末）→202基（更新15基）（R4年度
　末）
→　目標値「毎年度4基更新」に対し、目標を達成している。必要個所に信号機電源
　付加装置を整備するとともに、既存の自動起動式発動発電機よりも安価なリチウム
　イオン電池式への更新とすることで、事業量の増加を図る。

警察 A

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

交通情報の収集・提供

（推進方針）
　カメラ及びプローブ情報による詳細
な渋滞情報の収集・提供や避難誘導経
路の把握等を行うため、主要幹線道路
を中心に交通流監視カメラ及び高度化
光ビーコンの整備を順次進め、対象路
線の拡大を図る。

・　カメラ及びプローブ情報による詳細な渋滞情報の提供や避難誘導経路の把握を行
　うため、幹線道路を中心に、交通監視用カメラ14基、高度化光ビーコンを95基更
　新した。

【重要業績指標（KPI）】
■　交通流監視カメラの整備台数
　　11基更新（R3年度末）→14基更新（R4年度末）
→　目標値「毎年度10基更新」に対し、目標を達成している。今後は、アナログ復
　号主体からデジタル復号主体へのシステム構築を推進する。
■　高度化光ビーコン（プローブ情報収集装置）の整備台数
　　145基更新（R3年度末）→95基更新（R4年度末）
→　目標値「毎年度95基更新」に対し、目標を達成している。今後は、高度化光ビー
　コンの拡充によるプローブ情報の収集・分析により、更なる交通情報収集・提供能
　力の向上を図る。

警察 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

消防本部・消防署の耐震化

（推進方針）
　県内消防本部・消防署の耐震化の進
捗状況を把握し、市町村等に対し耐震
化を働きかける。

・　県内消防本部・消防署の耐震化の進捗状況を把握し、耐震化未実施の市町村等の
　課題把握に努めた。

【重要業績指標（KPI）】
■　消防本部・消防署の耐震化率
　　100%（R3年度末）→100%（R4年年度末）
→　目標値「100%（R5年度10月）」に対し、目標を達成している。今後も、消防
　本部・消防署に対し、施設改築・改修時の耐震化に係る働きかけを行っていく。

総務 A

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

消防防災施設の整備促進

（推進方針）
　防災基盤の強化を図るため、市町村
の耐震性貯水槽、防火水槽（林野分）
等、消防防災施設の整備を促進するよ
う働きかける。

・　２市が国庫補助金を用いて、計５基の耐震性貯水槽を整備した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、国庫補助金の積極的活用を呼び掛けていく。

総務 B

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

常備消防の充実強化

（推進方針）
　平成29年度に移転し、新たに設備を
充実させた消防学校において、ニーズ
に応じた教育訓練を実施し、防災関係
者の知識、技術の向上を図る。
　また、大規模災害に備え、緊急消防
援助隊の設備の整備を促進する。

・　緊急消防援助隊の九州ブロック合同訓練については、九州8県の持ち回りで、毎
　年開催している。令和3年度に、沖縄県での開催予定であったが、新型コロナウイ
　ルス感染症の拡大により延期となり、令和4年度に同県で開催した。

【重要業績指標（KPI）】
■　緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練の開催
　　開催延期（R3年度末）→実施（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。引き続き、大規模災害に備
　え、緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練等を行う。

総務 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

消防団の充実強化

（推進方針）
　地域防災力の向上を図るため、大学
等の消防防災サークルの支援や従業員
の相当数が消防団員である事業所に対
する入札優遇措置を設ける等、消防団
員の確保に取り組むとともに、消防団
員の報酬の引き上げ等の処遇改善につ
いて、市町村に働きかける。

・　市町村に対しヒアリングを実施、課題を把握し、消防団加入促進に関する先進事
　例の紹介や、機能別消防団の導入について情報提供を行うなど、市町村担当者と連
　携を図った。
・　平成30年度から消防団加入促進事業を実施し、消防団と連携した活動を行う消
　防防災サークルの設立に向けた働きかけを行い１つの大学でサークルを設立したほ
　か、消防団協力事業所知事表彰を実施し、県内９事業所を表彰。引き続き県内の事
　業所に対し制度の周知及び働きかけを実施する。

【重要業績指標（KPI）】
■　消防団員数定数充足率
　　89.1％（R3年度末）→87.1％（R5年4月）
→　目標値「91.9％（令和8年度末）」に対し、87.1％（R5年4月）となっている。
　人口の減少、若年者の減少により退団する団員数以上の新入団員の確保が課題であ
　り、団員の確保のためには引き続き一層の推進が必要となる。
■　消防団協力事業所表示制度実施市町村数及び協力事業所数
　　60市町村、816事業所（R2年4月）→60市町村、903事業所（R3年4月）
→　目標値「維持」に対し、目標を達成している。消防団加入促進事業により、学生
　消防防災サークル支援事業及び消防団協力事業所推進事業を引き続き実施する。

総務 C

2-3 警察、消防等の被災
による救助・救急活
動の停滞

自主防災組織の充実強化

（推進方針）
　地域防災力の向上を図るため、自主
防災組織や地域住民を対象に、地域防
災に係る研修や訓練を実施するととも
に、自主防災組織のリーダー等を対象
とした、防災に関する知識・技能を有
する防災士として養成する研修を実施
し、自主防災組織の育成や活性化を図
る。

・　県内の自主防災組織活動の促進と組織の継続的な活動及び機能強化のため、基本
　編を県内4地域（福岡、北九州、筑豊、久留米）各1回、応用編1回の自主防災組織
　リーダー研修会を開催し227名が参加した。

【重要業績指標（KPI）】
■　自主防災組織の組織率
　　94.7%（R2年度末）→95%（R4年度末）
→　目標値「96.2%（R8年度）」に向け、順調に推移している。今後も地域のリー
　ダーを対象とした研修の実施等の取組により、自主防災組織の中核を担うリーダー
　を育成するとともに、避難所運営訓練や避難行動要支援者の避難訓練を実施し、自
　主防災組織の更なる育成強化を図る。
■　防災士養成者数
　　313人（R2年度末）　→1,087人（R4年度末）
→　目標値「2,000人（R6年度）」に向け、順調に推移している。今後も地域の
　リーダーを対象とした研修の実施等の取組により、自主防災組織の中核を担うリー
　ダーを育成するとともに、避難所運営訓練や避難行動要支援者の避難訓練を実施し、
　自主防災組織の更なる育成強化を図る。

総務 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-4 大量かつ長期の帰宅
困難者の発生、混乱

帰宅困難者に対する支援

（推進方針）
　帰宅困難者に対する支援の充実強化
を図るため、事業者等との協定締結に
よる徒歩帰宅者支援ステーションの整
備、市町村が行う帰宅困難者の一時滞
在に協力する事業所等との協定締結へ
の助言等を行う。併せて、県民に対し
徒歩帰宅者支援ステーション等の情報
を積極的に周知していく。

・　緊急時の速やかな対応のため、協定締結事業者の連絡先を確認を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定の締結事業者数
　　24業者（R4年3月）、3,438店舗（R2年12月）
　→25業者（R5年3月）、3,438店舗（R2年12月）※R4年度は未集計
→　目標値「協定締結先の拡大」に向け、引き続き、緊急時の速やかな対応のため、
　年に1回程度、協定締結先企業との連絡先の確認を行っていく。

総務 B

2-5 被災地における医療
機能の麻痺

現場（急性期医療）のDMATによる医
療支援

（推進方針）
　災害派遣医療チーム（DMAT）によ
る迅速かつ適切な医療支援のため、
DMAT隊員養成研修等を通じ、災害医
療知識・技術の維持、資質向上の取組
を行う。

・　年2回、災害拠点病院のDMAT保有状況を確認し、DMAT養成研修の受講計画
　を策定している。
・　年1回、DMAT養成研修・訓練を実施している。

【重要業績指標】
■　DMAT養成研修・訓練の実施
　　開催中止（R3年度末）→開催中止（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、令和2～4年度は、新型コロナウイルス感染症の
　影響により目標を達成できなかった。令和5年度においては、新型コロナウイルス
　感染症の流行状況を踏まえて研修実施の可否を決定する。

保健 B

2-5 被災地における医療
機能の麻痺

避難所・現場救護所のJMAT等による
医療支援

（推進方針）
　災害時の円滑な医療活動のため、福
岡県医師会、福岡県看護協会及び福岡
県薬剤師会との協定により、医療救護
班、看護班及び薬剤師班の編成並びに
派遣を要請できる体制を維持する。
　さらに、福岡県医師会が毎年度実施
する災害時を想定した医療救護訓練へ
の支援を通じ、日本医師会災害医療
チーム（JMAT）の災害医療知識・技
術の維持、資質向上に取り組む。

・　福岡県医師会が毎年度実施する災害時を想定した医療救護訓練への支援を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　県医師会が実施する災害医療救護訓練の支援
　　年1回（R3年度末）→年1回（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。引き続き、福岡県医師会が
　毎年度実施する災害時を想定した医療救護訓練への支援を通じ、JMATの災害医療
　知識・技術の維持、資質向上に取り組む。

保健 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-5 被災地における医療
機能の麻痺

被災地におけるDPATによる精神科医
療及び精神保健活動の支援

（推進方針）
　災害派遣精神医療チーム（DPAT）
による迅速かつ適切な精神科医療及び
精神保健活動の支援のため、DPAT養
成研修等を通じ、支援に必要な知識と
技能の習得、維持及び資質向上に取り
組む。

・　令和4年度は講師等の日程調整がつかず研修実施を見送った。

【重要業績指標】
■　DPAT養成研修・訓練の実施
　　 1回（R3年度末）→未実施（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成できなかった。令和5年度は実施に向
　け調整中であり、既に養成したチームの技能維持のための研修も検討する必要があ
　るため、今後は、技能維持のための研修プログラムや実施方法を検討していく。

保健 C

2-5 被災地における医療
機能の麻痺

保健医療調整本部の設置

（推進方針）
　保健医療活動チームによる医療救護
活動、健康管理支援等、大規模災害時
の災害対策に係る保健医療活動を効果
的・効率的に行うため、県災害対策本
部の下に保健医療調整本部を設置し、
保健医療活動に関する情報連携等、保
健医療活動の総合調整を行う。

・　令和4年9月台風14号上陸時において、福岡県災害対策本部の設置に伴い、福岡
　県保健医療調整本部を設置。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、大規模災害時の災害対策に係る保健医療活動を効果的・効率的に行う
　ため、県災害対策本部が設置された場合、福岡県保健医療調整本部を設置し、保健
　医療活動に関する情報連携等、保健医療活動の総合調整を行う。

保健 A

2-6 被災地における疫
病・感染症の大規模
発生

疫病のまん延防止

（推進方針）
　予防接種法に規定される疾病のまん
延防止上緊急の必要があると認める場
合に、予防接種法に基づく臨時の予防
接種を迅速に実施できるよう、国や関
係機関との情報共有を図るとともに、
日ごろから予防接種の実施主体である
市町村と密な連携を図る。

・　国、市町村と迅速に情報を共有できる体制を整備した。
・　臨時の予防接種である新型コロナワクチンの接種を促進するため、県内の市町村
　と協力し、県内9箇所に集団接種会場を設置・運営し、市町村のほか県自らも臨時
　の予防接種を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、国・市町村との連携を図っていく。

保健 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-6 被災地における疫
病・感染症の大規模
発生

感染症の予防・まん延防止

（推進方針）
　感染症の発生の予防及びまん延防止
のため、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律に基づ
き、感染症指定医療機関を指定し、感
染症指定医療機関における施設整備に
要する経費の補助を行うとともに、感
染症患者の入院受入体制等の訓練を実
施する。
　また、国内に病原体が常在していな
い感染症について、国内での発生を想
定し医療機関や関係団体等との密な連
携を図る。

・　第二種感染症指定医療機関の病床数については、平成27年度に64床を指定し
　終えた。
・　令和4年度は感染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供を図ることを目的と
　して、感染症指定医療機関の運営に要する経費について補助を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　第二種感染症指定医療機関病床数
　　64床（R3年度末）→64床（R4年度末）
→　目標値「64床を維持」に対し、目標を達成している。引き続き県内各地域にお
　いて感染症患者が発生した場合を想定し、現在の64床を維持する。

保健 A

2-6 被災地における疫
病・感染症の大規模
発生

避難所における感染症防止対策の徹底

（推進方針）
　避難所における感染防止対策を徹底
するため、避難所運営マニュアルを踏
まえ、適切な避難所運営が実施される
よう必要に応じて市町村へ助言を行
う。
　併せて、マスク・消毒液等の備蓄を
推進、県防災ホームページでの避難所
の混雑状況の発信、福岡県避難所運営
マニュアル指針に基づく感染防止対策
の徹底を図る。

・　福岡県避難所運営マニュアル作成指針を参考に各市町村の避難所運営マニュアル
　の作成や見直しを行うよう、副市町村長会議や防災関係課長会議で要請するととも
　に、市町村防災担当者ヒアリングにおいて助言を行っている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　避難所運営マニュアルを必要に応じて見直すよう、市町村防災担当者ヒアリング
　において、引き続き市町村に助言していく。

総務 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-7 劣悪な避難生活環
境、不十分な健康管
理による多数の被災
者の健康状態の悪
化・死者の発生

健康管理体制の構築

（推進方針）
　県と市町村が連携し、被災者の健康
管理支援活動を迅速かつ適切に実施で
きるよう、マニュアルを整備し、関係
機関が連携して中長期的なケア・健康
管理を行う体制を構築する。

・　災害時に県と市町村の連携が円滑に図れるよう下記2点を実施した。
　①　令和4年5月に保健師配置状況調査にて、市町村の災害時に連絡窓口となる担
　　当者（保健師）を確認。
　②　令和5年1月に「令和4年度地域保健従事者の人材育成及び健康危機発生時に
　　おける保健活動に関する検討会」を開催し、保健所設置市と災害時における連絡
　　体制の確認と災害時に備えた平時の取組状況について共有。
・　被災者の健康管理支援活動を迅速かつ適切に実施できるよう、令和５年２月に
　「福岡県災害時健康管理支援マニュアル」の改訂に向けた検討委員会を書面会議に
　　て開催した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　災害時における状況確認や保健師等の応援派遣が円滑に調整できるよう、具体的
　な手順を整理し、関係部署と共通認識を図っておく必要がある。引き続き、年度初
　めに市町村の災害時連絡窓口担当者の確認を行うとともに、県や市町村の連携が円
　滑に図れるよう平時からの体制整備を促していく。

保健 B

2-7 劣悪な避難生活環
境、不十分な健康管
理による多数の被災
者の健康状態の悪
化・死者の発生

DHEATによる保健医療行政の指揮調
整機能等の応援

（推進方針）
　保健医療調整本部や保健所の災害時
保健医療対策に係る指揮調整機能等を
応援する災害時健康危機管理支援チー
ム（DHEAT）の構成員の人材育成、
資質の維持・向上の取組として、県及
び保健所設置市の職員を対象に、災害
発生時の健康危機管理に係る指揮調整
等に関する専門的な研修・訓練を行
う。

・　令和4年11月24日に「災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）基礎編研修」
　を実施し、災害発生時の健康危機管理に係る指揮調整等に関する専門的な研修・訓
　練を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　DHEAT研修・訓練の実施
　　実施（R3年度末）→実施（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。引き続き、緊急時に備え、
　災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の構成員の人材育成の取組みとして、
　専門的な研修・訓練を行っていく。

保健 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

2-7 劣悪な避難生活環
境、不十分な健康管
理による多数の被災
者の健康状態の悪
化・死者の発生

福祉避難所の設置・運営

（推進方針）
　設備や人材が整った社会福祉施設等
の福祉避難所の確保や、必要な物資・
器材・人材の確保等、福祉避難所の設
置・運営が適切に行われるよう市町村
に働きかけるとともに、福祉用具の調
達や災害派遣福祉チームの派遣に関す
る関係団体との協定の締結等を通じ
て、福祉避難所における資器材や人材
の確保を支援する。

・　市町村担当者研修会では、「福岡県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定」の
　内容について説明し、福祉避難所への福祉専門人材の派遣が可能な旨を周知すると
　ともに、更なる福祉避難所の確保について働きかけを行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　市町村が確保している福祉避難所の数
　　700施設（R3年度末）→739施設（R4年度末）
→　目標値「770施設（R5年度末）」に対し、順調に推移している。引き続き、市
　町村担当者研修会等において、更なる福祉避難所の確保を行うよう働きかけていく。

福祉 B

2-7 劣悪な避難生活環
境、不十分な健康管
理による多数の被災
者の健康状態の悪
化・死者の発生

避難施設の整備

（推進方針）
　県有の学校施設、社会教育施設及び
社会体育施設においては、発災時に児
童生徒や地域住民の避難所等としての
必要な機能が発揮できるよう、防災機
能強化及び計画的な老朽化対策を図
る。

・　発災時に避難所としての機能が発揮できるよう、各施設において以下のとおり工
　事を実施した。
　①　学校施設において、特別支援学校の体育館に空調を整備した。
　②　スポーツ科学情報センターにおいて、非常放送設備更新工事を実施した。
　③　社会教育総合センターにおいて、空調機械更新工事を実施した。

■　KPIの設定なし
→　学校施設、社会教育施設及び社会体育施設の老朽化が進む中、十分な事業費が確
　保されていない課題がある。引き続き、個別施設計画に基づき、学校施設、社会教
　育施設及び社会体育施設の老朽化対策を図る。

教育 B

2-7 劣悪な避難生活環
境、不十分な健康管
理による多数の被災
者の健康状態の悪
化・死者の発生

ＤＷＡＴによる福祉避難所等における
災害時福祉支援

（推進方針）
　災害発生時に必要な福祉支援が行わ
れないことによる二次被害の発生を防
ぐため、福祉避難所等において福祉支
援を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡ
Ｔ）を整備し、福岡県社会福祉協議会
と連携してチーム員に対する研修など
を実施する。

・　発災時における速やかなチーム員派遣が可能となる体制の充実を図るため、養成
　研修を1回、フォローアップ研修を2回、先遣チーム養成のための勉強会を2回実
　施した。

■　KPIの設定なし
→　DWATの活動に対する市町村の理解を更に進めていくため、引き続き、DWAT
　の研修会等に市町村担当者の参加を促し、DWATの活動や派遣体制、発災時の派
　遣手続き方法等の周知を行う。

福祉 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

3-1 警察機能の大幅な低
下による治安の悪
化・交通事故の多発

災害時の警察業務継続体制の確保

（推進方針）
　災害・被害想定の見直しや組織の改
正の都度、平成24年７月に策定した福
岡県警察大規模災害対応業務継続計画
を見直し、実効性のある計画とする。

・　業務継続計画の見直しとともに、災害時における大規模停電発生時の業務継続等
　に関して検討を行っている。
  ※　令和４年１２月に業務継続計画を改正

【重要業績指標（KPI）】
■　福岡県警察大規模災害対応業務継続計画の策定
　　継続的な見直しの実施
→　目標値「継続的な見直しの実施」に対し、災害・被害想定の見直しや組織改正等
　に応じた必要な見直しを適宜行うようにしている。今後も、大規模災害発生時にお
　いて、限られた人員で必要な警察業務を継続できるように計画の見直しを行い、実
　効性のある計画とする。

警察 B

3-1 警察機能の大幅な低
下による治安の悪
化・交通事故の多発

災害警備本部機能の確保

（推進方針）
　災害時に警察本部が機能不全となっ
た場合に備え、警察本部の機能移転訓
練等を実施するとともに、災害警備本
部の運営訓練等を実施し、災害警備本
部機能の強化を図る。
　警察本部及び代替施設の機能不全を
想定し、災害警備本部の機能移転候補
地の改築、建替え等に際しては、機能
を保持した施設整備について検討を進
める。

・　災害警備本部機能移転訓練を年１回実施しており、令和4年度は2月に実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　災害警備本部機能移転訓練の実施
　　1回実施（R3年度末）→1回実施（R4年度末）
→　目標値「年1回実施」に対し、R4年度も訓練を実施している。今後も、訓練結果
　について検証し、問題点を抽出・改善することで練度を高め、災害対処能力の向上に
　努める。

警察 A

3-1 警察機能の大幅な低
下による治安の悪
化・交通事故の多発

警察の広域応援体制の整備

（推進方針）
　災害時における他都道府県の警察災
害派遣隊の受援体制、被災地で活動す
る「福岡県警察災害派遣隊」（平成25
年２月設置）による広域応援体制の実
効性を確保するため、他の自治体等と
連携した訓練の実施、体制の見直しを
行う。

・　警察の広域応援体制を強化するため、令和4年度は2月に九州管区の主催する広
　域緊急援助隊合同訓練に参加した。
・　県内自治体の実施する防災訓練について、新型コロナウイルス感染症の影響によ
　り開催が限られるなか、警察災害派遣隊を年4回参加させ、防災関係機関との連携
　強化や広域応援体制の確保を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　九州管区持ち回りによる広域緊急援助隊合同訓練の実施
　　1回実施（R3年度末）→1回実施（R4年度末）
→　目標値「年1回実施」に対し、目標を達成している。引き続き、九州各県警察と
　の合同訓練への参加を通じ、広域応援体制の実効性の確保に努める。
■　自治体等防災訓練への福岡県警察災害派遣隊（広域緊急援助隊）の参加
　　4回（R3年度末）→4回（R4年度末）
→　目標値「同程度の参加」に対し、令和4年度は4回参加した。引き続き、各自治
　体等の防災訓練等への参加を通じ、広域応援体制の実効性の確保に努める。

警察 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

防災拠点となる公共施設の整備

（推進方針）
　地震防災緊急事業五箇年計画に基づ
き、県の防災拠点となる施設等のうち
緊急性の高い箇所の整備を推進すると
ともに、市町村における取組を支援す
る。

・　地震防災上、整備すべき緊急性の高い項目を総合的に判断・抽出し、第6次地震
　防災緊急事業五箇年計画（令和3年度～令和7年度）を改定し、県及び市町村にお
　いて整備の推進を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　県土の安全性向上のため、第６次地震防災緊急事業五箇年計画に位置付けた事業
　目標の達成に向け、引き続き、県及び市町村において整備の推進を図る。

総務 B

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

業務継続体制の確保

（推進方針）
　災害・被害想定の見直しや組織の改
正の都度、平成28年３月に策定した大
規模災害時における福岡県業務継続計
画を見直し、実効性のある計画とする
とともに、市町村における業務継続計
画を必要に応じて見直しを行うよう支
援する。

・　令和４年市町村等防災関係担当課長会議で必要に応じて業務継続計画の見直しを
　行うよう依頼した。
・　令和５年3月に市町村職員及び消防職員を対象とした研修会を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、年に1回程度、市町村職員及び消防職員を対象とした研修会を実施する。

総務 B

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

各種防災訓練の実施

（推進方針）
　防災担当職員の技術の向上や関係機
関との更なる連携強化を図るため、総
合防災訓練及び石油コンビナート等総
合防災訓練、九州・山口９県災害時応
援協定に基づく訓練等を実施する。

・　総合防災訓練は、令和4年5月に、篠栗町・須恵町との共催により、約80の防災
　関係機関、延べ1,100人が参加。
・　石油コンビナート等総合防災訓練は、令和4年8月に図上訓練を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　総合防災訓練及び石油コンビナート等総合防災訓練の実施件数
　　石油コンビナート等総合防災訓練1回（R3年度）→両訓練実施（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、令和4年度は、総合防災訓練及び石油コンビナー
　ト等総合防災訓練を1回ずつ実施した。引き続き、防災関係機関と連携を図り、訓
　練を実施する。

総務 A

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

受援体制の確保

（推進方針）
　大規模災害発生時に県外からの広域
的な支援を円滑に受け入れ、迅速かつ
効果的に被災地を支援するため、災害
時受援計画の継続的な見直しや同計画
に基づく訓練等を実施する。

・　県トラック協会主催の災害物流専門家研修において、関係行政機関、関係民間企
　業等とともに、支援物資物流マニュアルで定めた物的支援の受入れ手順を確認し
　た。
・　県総合防災訓練において、防災関係機関と連携し、トラックで救援物資の輸送を
　実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後は、ヘリ等を活用した訓練を実施し、支援体制の構築を図る。

総務 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

市町村の受援に係る災害対応能力の向
上

（推進方針）
　災害時の救援物資等の受け入れ体制
の向上を図るため、市町村受援訓練を
実施し、訓練の検証結果を基に、必要
に応じて市町村災害時受援計画の見直
し等を行うよう支援する。

・　市町村の受援計画の改善を目的として、県内1市（豊前市）で課題付与型図上訓
　練を実施した。
・　県内市町村防災主管課に対し、訓練への参観を慫慂した。

【重要業績指標（KPI）】
■　災害時受援訓練の実施市町村数
　　年２市町村（R3年度末）→年1市町村（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。引き続き、災害対策本部設
　置運営訓練を実施することで受援計画の実効性を確認し、改善を促進する。

総務 A

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

市町村災害対策本部設置運営訓練等へ
の支援

（推進方針）
　市町村の災害対応能力の向上を図る
ため、市町村災害対策本部設置運営訓
練を支援するとともに、訓練の検証結
果を基に、必要に応じて地域防災計画
や災害対応マニュアルなどの見直し等
を行うよう支援する。

・　市町村訪問等により、市町村が実施する災害対策本部設置運営訓練の助言を行っ
　た。
・　県内1市（豊前市）で課題付与型図上訓練を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、市町村による災害対策本部設置運営訓練実施の助言を行うとともに、
　大規模災害時における受援をテーマとした災害対策本部設置運営訓練を実施し、市
　町村を支援する。

総務 B

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

広域航空消防体制の確保

（推進方針）
　近隣県からのヘリ応援を速やかに受
けることができるよう、近隣県が締結
するヘリ相互応援協定に消防ヘリを保
有する北九州市及び福岡市と協力して
加入する。

・　両政令市と「福岡県広域航空消防体制の整備に関する協定」を締結し、本県が両
　政令市に対し、ヘリの維持管理経費の一部を補助

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　近隣県が締結するヘリ相互応援協定への加入に向け、両政令市と協力し、引き続
　き近隣県と協議を行う。

総務 B

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

首都中枢機能のバックアップ拠点の整
備

（推進方針）
　首都直下地震をはじめとする大規模
災害時における首都中枢機能維持のた
め、バックアップ拠点の整備について
検討を進めるよう、国に対して働きか
ける。

・　令和4年7月及び11月に、政府（内閣府）に対して、新型コロナウイルス感染症
　の流行も踏まえ、首都中枢機能のバックアップ拠点整備について検討を進めるよう
　要望した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　政府は各府省等の地方支分部局が集積する都市（札幌市、仙台市、名古屋市、大
　阪市、広島市、福岡市等）等を代替拠点と成り得る地域としており、拠点整備につ
　いて検討を進めるよう、引き続き要望する。

企画 -



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

機動的な応援体制の整備

（推進方針）
　発災後、早期に被災市町村の行政機
能を支援するため、機動的に応援職員
を被災地に派遣できるよう、事前に災
害時緊急派遣チームの要員を指定する
とともに、要員に対する研修を行う。
また、複数のチームを編成できるよ
う、チームリーダーを２人体制とす
る。

・ 令和4年度は50名の緊急派遣要員を指定し、研修を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　大規模災害の発生に備え、引き続き、緊急の派遣に応じることができる職員の確
　保に努めていく。

総務 B

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

罹災証明の迅速な発行

（推進方針）
　大規模災害発生時に市町村が罹災証
明書を迅速に発行できる体制を強化す
るため、罹災証明書の発行業務におけ
る実施体制の確保やシステムの導入を
働きかけるとともに、住家被害認定の
調査・判定方法についても研修を行
う。

・　令和4年7月に住家の被害認定研修会を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、年に１回程度、住家の被害認定研修会を実施する。

総務 A

3-2 行政機関の職員・施
設の被災、関係機関
間の連携・支援体制
の不備による行政機
能の大幅な低下

民間事業者等との連携強化

（推進方針）
　災害発生時に、物資供給や専門人材
の確保に向けた応援体制を速やかに構
築できるよう、ノウハウやスキルを有
する民間事業者等との災害に関する応
援協定の締結を推進する。
　災害発生時に速やかに応援体制を構
築できるよう、災害に関する応援協定
を締結する団体と平常時から情報交換
や訓練等を行い、連携体制の強化を図
る。

・　運搬事業者等との協定を締結した。
・　緊急時の速やかな対応のため、協定締結事業者の連絡先確認や、訓練を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　緊急時の速やかな対応のため、年に１回程度の連絡先確認に加え、訓練等を通じ、
　協定締結事業者との連携強化を図る。

総務 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

4-1 情報通信・放送ネッ
トワークの麻痺・長
期停止等による災
害・防災情報の伝達
不能

市町村における情報伝達手段の整備

（推進方針）
　住民に確実かつ迅速に災害・防災情
報が伝達されるよう、市町村に対し、
情報伝達手段の多重化を促すととも
に、国の財政措置に関する助言等を行
う。
　また、新たに災害情報共有システム
（Lアラート）と連携し、市町村の災
害・防災情報をテレビ、ラジオ、イン
ターネットなど様々なメディアへ提供
する。

・　副市町村長会議等において、市町村に対し避難情報等の伝達の多重化を促し、必
　要に応じて国の財政措置に関する助言等を行った。
・　市町村担当者の入力作業の習熟のため、年度当初の操作訓練を実施し、災害情報
　共有システム（Lアラート）全国合同訓練に参加した。

【重要業績指標（KPI）】
■　災害情報共有システム（Lアラート）全国合同訓練の実施
　　実施（R3年度末）→実施（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。今後も、市町村職員等への
　年度当初の操作訓練及び、Ｌアラート全国合同訓練への参加を継続する。

総務 A

4-1 情報通信・放送ネッ
トワークの麻痺・長
期停止等による災
害・防災情報の伝達
不能

多様な情報伝達ツールの活用

（推進方針）
　住民に対し、気象情報や避難情報等
を確実かつ迅速に伝達するため、福岡
県防災ホームページ、防災メール・ま
もるくん、LINE、ツイッター等の多様
なツールを活用し、県民への情報伝達
手段の充実強化を図る。

・　情報配信の正確さ・迅速さを担保するため、定期的・継続的な保守を行った。
・　令和4年12月23日、県独自の防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の
　運用を開始した。

【重要業績指標（KPI）】
■　防災メール・まもるくんメール配信完了時間
　　約4.0分（R3年度末）→約4.1分（R4年度末）
→　目標値「5分以内を維持」に対し、約4.1分（R4年度末）と目標を達成している。
　引き続き、登録者数の増加について、継続して取り組むと共に、登録者全員へ速や
　かにメール配信が完了するよう、適切にシステムの維持管理を行う。

総務 A

4-1 情報通信・放送ネッ
トワークの麻痺・長
期停止等による災
害・防災情報の伝達
不能

災害・防災情報の利用者による対策促
進

（推進方針）
　県民や事業者等が災害時に災害・防
災情報を確実に利活用できるよう、福
岡県備蓄基本計画に基づき、県民や事
業者等に対し、乾電池・モバイルバッ
テリー等の備蓄を働きかける。

・　県政出前講座を計17回開催し、県民に対し、家庭や事業所で備蓄すべき品目と
　して乾電池やバッテリー等を紹介した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、県政出前講座や防災イベント等において、備蓄の必要性について周知
　を行う。

総務 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-1 エネルギーの長期に
わたる供給停止

各主体と連携したエネルギー需給の確
保

（推進方針）
　「福岡県地域エネルギー政策研究会
報告書」（平成27年３月）の提言を踏
まえ、エネルギーを最大限効率的に利
用するとともに、環境にも配慮したエ
ネルギーが安価かつ安定的に供給され
る社会を目指し、更なるエネルギー施
策の充実に努め、ブラックアウト（大
規模停電）などエネルギーインフラ
（送電線・ガス管等）が途絶した場合
の供給・分配手段の確保も含め、事業
者や県民等にも働きかける。
　また、エネルギーインフラの災害対
応力の強化を図るため、広域的な電力
融通を可能とする地域間連系線の増強
の早期実現などについて、国に対し提
言を行う。
　あわせて、電力事業者との協定を活
用し、災害時の停電復旧作業の連携体
制の強化を図る。

・　地域間連系線増強に向けて、早期に整備計画の具体化を進めることなどについて、
　経済産業省に要望した。

【重要業績指標（KPI）】
■　再生可能エネルギー発電設備導入容量
　　299万kW（R3年度末）→309万kW（R4年度末）
→　目標値「405万kW（R8年度末）」の達成に向け、引き続き、地域の資源や特性を
　活かした多様な分散型エネルギーの導入を促進する。

企画 C

5-1 エネルギーの長期に
わたる供給停止

県の発電施設の老朽化対策

（推進方針）
　県企業局が運営する水力発電所の施
設及び設備の老朽化対策として、発電
所ごとに策定した修繕（更新）計画に
基づき、修繕工事を実施する。

・　水路及び隧道、放水路の補修工事については、平成18年度劣化診断に基づく計画
　に沿って予算措置し、着実に実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　H18年度劣化診断に基づく発電用水路隧道・放水路補修工事実施率（補修対象延
　長2,677ｍ）
　　100%（R3年度末）→100%（R4年度末）
→　目標値「維持」に対し、目標を達成している。引き続き、調査・点検を行い、適切
　に維持補修、建設改良を行っていく。

企業 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-1 エネルギーの長期に
わたる供給停止

高圧ガス事業者に対する保安支援

（推進方針）
　高圧ガス事故撲滅のため、高圧ガス
取扱事業者に対し、類似事故の再発防
止対策の提唱、保安支援活動、保安技
術の指導教育及び提供などを行うとと
もに、関係法令に基づく許可や検査、
指導のほか、高圧ガス関係団体主催の
保安講習会への講師派遣等を行う。

・　高圧ガス取扱事業者に対し、保安技術の指導教育や提供を行うとともに、保安講習
　会等を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　高圧ガス事故発生件数
　　38件（R3年度末）→32件（R4年度末）
→　目標値「20件未満」に対し、32件（R4年度末）と目標を達成できなかった。
　今後も、高圧ガス保安推進会議や保安団体が実施する講座等の内容に、対象者への
　アンケート結果や発生した事故の分析結果等も反映させながら、継続的に保安教育・
　指導・周知活動を行い、事故の減少撲滅に取り組む。
　また、接続器具の経年劣化や人為的ミスからの接続不良による漏えい事故を無くす
　よう、保安教育・講習の中で啓蒙活動を行う。

商工 C

5-1 エネルギーの長期に
わたる供給停止

電源としての水素エネルギーの活用

（推進方針）
　災害時には、FCV(燃料電池自動車)
や定置用燃料電池等が非常用電源とし
て活用されているケースもあることか
ら、非常用電源の多様化という観点も
踏まえ、水素エネルギーの普及を図
る。

・　FCトラック研究会を開催し、FCトラックの導入や水素ステーションの適正配置
　に向けた検討を行った。
・　水素ファクトリー開発モデル事業により、県内企業による定置用燃料電池システ
　ムの開発を支援した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後は、FCモビリティの導入を目指す事業者の負担を軽減するため、導入に向
　けた支援を検討し、引き続き、低コストな定置型燃料電池システムの開発を進める
　県内企業を支援する。

商工 B

5-2 上水道等の長期にわ
たる供給停止

水道施設の耐震化推進及び水道の広域
連携推進

（推進方針）
　県内の水道事業者及び水道用水供給
事業者に対し、耐震性能を有する水道
施設の整備を図るよう、国の考え方を
踏まえたアセットマネジメントの実施
や水道施設耐震化計画の策定を要請す
るとともに、国庫補助を活用した施設
整備について助言等を行う。
　また、耐震化の推進のためには、水
道事業者間の広域的な連携を推進する
ことにより、人材やノウハウの強化等
を進める。

・　アセットマネジメントの実施や耐震化計画の策定を、未実施の水道事業者に対し
　て要請した。
・　水道事業者の広域連携を推進するために、各水道事業者と協議を行い、「福岡県
　水道広域化推進プラン」を策定した。

【重要業績指標（KPI）】
■　上水道の基幹管路の耐震適合率（簡易水道事業を除く）
　　40.1%（R2年度末）→41.5%（R3年度末）※　R4年度は算定中
→　目標値「47%（R6年度末）」に対し、41.5%（R3年度末）であり、目標達成
　に向け順調に推移している。水道施設の耐震化を促進するため、水道事業者等に対
　する助言等を継続して行っていく。「福岡県水道広域化推進プラン」に基づいた広
　域化の推進を行っていく。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-2 上水道等の長期にわ
たる供給停止

福岡導水施設の耐震化

（推進方針）
　大規模な地震に対する耐震性能を確
保し、水道用水の安定供給を図るた
め、福岡導水施設地震対策事業の促進
を図る。

・　福岡導水施設は、昭和51年度に工事着手し、昭和58年に暫定通水を開始してお
　り、福岡導水施設地震対策事業は、大地震に対して耐震性能を満たしていない施設
　において、耐震補強等を実施し、併せて老朽化が顕著な施設について、補修を行っ
　ている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　福岡導水施設地震対策事業については、福岡都市圏の水道用水の安定供給に必要
　な事業であり、県としても、事業の促進を要望していく。

県土 B

5-2 上水道等の長期にわ
たる供給停止

水資源の確保

（推進方針）
・有効利用
　雨水の有効利用を推進するため、情
報発信力のある学校等への雨水タンク
の設置、ホームページ等を活用した普
及啓発を実施する。
・水道施設の広域的整備
　水道施設の広域的な整備を促進す
る。
・ダム群連携の促進
　筑後川水系の河川環境の維持と既得
用水の安定化を図るため、筑後川水系
ダム群連携事業について、事業を進め
るにあたっては地元関係者への丁寧な
説明が必要なことから導水ルートなど
を明確にした計画の早期策定を国に働
きかける。

・　雨水の有効利用を推進するため、情報発信力のある県内３カ所の保育所に雨水タ
　ンク（120L）を各2基設置し、貯水した水を苗木の散水などに再利用することに
　より、保育所等に通う園児や保護者に対して雨水の有効利用の必要性について普及
　啓発を行った。
・　水資源の確保のために、国の補助金制度の情報収集、周知に努め、補助金を活用
　した水道事業者による水道施設の整備を推進した。
・　地元をはじめ地域の意見をしっかり聞き、十分な調整を図りながら、導水ルート
　などを明確にした事業計画を早期に策定するよう引き続き国に対し働きかけた。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、雨水の有効利用を推進するため、雨水利用の普及啓発に重点を置いた
　取り組みを引き続き進めていく。また、県内水道事業者に対し、国の補助金制度の
　情報収集、周知に努め、補助金を活用した水道事業者による水道施設の整備を推進
　し、水道未普及地域解消に向けた取組を行う。さらに、令和５年３月にダム群連携
　の事業実施計画が策定されたが、令和19年度の事業完了に向けて、今後も国に対し
　予算確保の提言・要望を行っていく。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-2 上水道等の長期にわ
たる供給停止

工業用水道施設の老朽化・耐震対策

（推進方針）
　県企業局が運営する工業用水道の老
朽化対策として、工業用水道ごとに策
定した修繕（更新）計画に基づき、耐
震化を踏まえた浄水施設、送水施設、
配水施設等の改良工事及び送・配水管
の布設替工事を実施する。

・　修繕（更新）計画に基づき、老朽化した施設及び設備、配水管等の更新を実施し
　ている。

【重要業績指標（KPI）】
■　苅田工業用水道施設の改良工事実施率
　　100%（R3年度末）→100%（R4年度末）
→　目標値「100%（R6年度末）」に対し、目標を達成している。
■　大牟田工業用水道施設の改良工事実施率
　　100％（R3年度末）→100%（R4年度末）
→　目標値「維持」に対し、目標を達成している。
■　鞍手・宮田工業用水道施設の改良工事実施率
　　100％（R3年度末）→100％（R4年度末）
→　目標値「100％（R6年度末）」に対し、目標を達成している。国庫補助、起債
　等により財源を確保しながら、令和3年2月に策定した企業局個別施設計画に基づ
　き、地震・浸水等の大規模災害を踏まえた浄水施設、送水施設、配水施設等の改良
　工事及び送・配水管の布設替工事を実施していく。

企業 A

5-3 汚水処理施設等の長
期にわたる機能停止

下水道施設の耐震化

（推進方針）
　県が管理する流域下水道施設につい
ては、福岡県流域下水道地震対策計画
に基づき、耐震対策を実施していく。
　また、市町が管理する下水道施設の
耐震化を促進するため、市町における
優先度を考慮しながら効率的な耐震計
画の策定及び実施に向け、必要な助言
を行う。

・　流域下水道施設については、福岡県流域下水道地震対策計画に基づき、流域ごと
　に機能性や緊急性を踏まえ、効果的かつ効率的な地震対策を実施した。
・　公共下水道施設の耐震化については、耐震計画の策定及び実施に向け、必要な助
　言を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　地震対策上重要な下水道管きょにおける地震対策実施率
　　47.3%（R3年度末）→47.7%（R4年度末）
→　目標値「61.7%（R7年度末）」だが、公共下水道施設については、地震対策実
　施率が伸び悩んでいる。公共下水道施設の耐震化を促進するため、優先度を考慮し
　た効率的な耐震計画の策定及び実施に向け、市町に対し、必要な助言を行う。

建築 C

5-3 汚水処理施設等の長
期にわたる機能停止

下水道BCPの実効性の確保

（推進方針）
　県が管理する８流域下水道及び市町
が管理する公共下水道において、下水
道BCPの情報更新及び定期的な訓練を
行い、実効性を高めていく。

・　流域下水道施設については、福岡県流域下水道地震対策計画に基づき、流域ごと
　に機能性や緊急性を踏まえ、効果的かつ効率的な地震対策を実施した。
・　公共下水道施設の耐震化については、耐震計画の策定及び実施に向け、必要な助
　言を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　下水道BCPに基づく訓練の実施
　　48.9%（R3年度末）→55.6%（R4年度末）
→　下水道BCPについては、県内全自治体において策定済みであり、訓練実施を市町
　に指導している。引き続き、訓練で明らかとなった課題の整理を行い、より実効性
　のあるBCPにするとともに、訓練の実施についても継続的に市町に指導していく。

建築 C



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-3 汚水処理施設等の長
期にわたる機能停止

農業集落排水施設の老朽化対策

（推進方針）
　農業集落排水施設の老朽化対策を進
めるため、農業農村整備事業管理計画
に掲載されている地区について、市町
村が行う最適化構想に基づく老朽化対
策に必要な情報提供や助言を行う。

・　4市町・5地区の農業集落排水施設について、市町村に対し施設の更新等の支援
　を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、策定された長寿命化計画（最適整備構想）に基づき、市町村により適
　時・適切な老朽化対策が実施できるよう支援する。

農林 B

5-3 汚水処理施設等の長
期にわたる機能停止

浄化槽の整備

（推進方針）
　老朽化した単独処理浄化槽から災害
に強く早期に復旧できる合併処理浄化
槽への転換を促進するため、市町村が
行う浄化槽整備事業に要する経費の一
部を補助する。

・　市町村が行う浄化槽整備事業に要する経費（合併浄化槽の本体・工事費に係るも
　の）に対し、県費補助を行った。
・　単独浄化槽、汲取り便槽から合併浄化槽への転換をより一層促進するため、平成
　29年度から転換を行う場合の単独浄化槽、汲取り便槽の撤去費及び配管費に対して、
　県費補助を行っている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　補助制度について、市町村への周知及び活用の働きかけを継続していく。

環境 B

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

鉄道駅の耐震化

（推進方針）
　鉄道駅舎等の耐震化を促進するた
め、国、市と連携し、事業者の行う主
要ターミナル駅の耐震改修工事に要す
る経費の一部を補助する。

・　令和4年度は、JR行橋駅・西鉄久留米駅の2駅について補助を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　主要なターミナル駅の耐震化率
　　 92.8%（R3年度末）→92.8%（R4年度末）
→　目標値「100％（R6年度末）」に向け、順調に推移している。引き続き、各事
　業者、国、関係市と連携し、着実な事業実施を推進する。

企画 B

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

道路の斜面崩落防止対策、盛土のり尻
補強

（推進方針）
　大規模災害時における道路の安全性
を向上させるため、道路法面等の崩
壊、落石等の災害を防止するための整
備として、道路の斜面崩落防止対策、
盛土のり尻補強などを着実に実施す
る。緊急輸送道路での対策、土砂災害
等の危険性が高い箇所（雨量通行規制
区間）での対策を重点的に進める。

・　防災点検にて対策が必要とされた箇所について防災対策を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　対策が必要とされる箇所について、引き続き整備を進めていく。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

緊急輸送道路の整備

（推進方針）
　大規模災害発生時の道路ネットワー
クを確保するため、緊急輸送道路に位
置づけられた道路については、新設電
柱の占用を制限した上で、改良整備な
どを重点的に進める。

・　緊急輸送道路に位置付けられた県が管理する国道及び県道の整備を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　早期整備に向け、引き続き事業推進に取り組む。

県土 B

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

重要物流道路の整備

（推進方針）
　物流上重要な道路輸送網として指定
する「重要物流道路」や重要物流道路
の脆弱区間の代替路、災害時拠点（備
蓄基地・総合病院等）への補完路とし
ての役割を持つ「代替・補完路」につ
いては、災害時においても安定的な輸
送を確保するため、改良整備などを重
点的に進める。

・　重要物流道路に指定された県道について、整備を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　早期整備に向け、引き続き事業推進に取り組む。

県土 B

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

道路橋梁の耐震補強

（推進方針）
　大規模災害時に被害を最小限に留め
るため、道路橋梁の耐震化を推進す
る。
　また、平時を含め、災害時でも安定
的な交通を確保するため、緊急輸送道
路上の橋梁、及び同道路を跨ぐ跨道橋
や鉄道を跨ぐ跨線橋の耐震化を優先的
に進める。

・　大規模災害時の救急救命活動や復旧支援活動を支えるため、地震による落橋・崩
　壊といった致命的な損傷を防止し、道路機能を確保するために耐震対策が必要な橋
　長15ｍ未満の橋梁の耐震対策工事を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　耐震対策が必要な橋梁（15m未満）において地震時に落橋・崩壊といった致命
　的な損傷を防止するための対策率
　　53％（R2年度末）→66％（R4年度末）
→　目標値「100％（R8年度末）」に向け、順調に推移している。目標達成に向け、
　引き続き対策を実施していく。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

道路施設の老朽化対策（戦略的な維持
管理・更新）

（推進方針）
　道路施設の長期にわたる機能停止を
回避するため、施設ごとに策定した個
別施設計画に基づき、予防保全型イン
フラメンテナンスへの転換に向けた老
朽化対策を行う。

・　福岡県個別施設計画に基づき、対策優先度の高い橋梁から順次架換え事業に着手
　した。
・　県が管理する緊急輸送道路について、路面下空洞調査を実施した。また、調査に
　より確認された陥没危険度の高い空洞について速やかな補修を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　橋梁架換え事業着手済み橋数
　　45橋（R3年度末）→47橋（Ｒ4年度末）
→　目標値「62橋（R8年度末）」に対し、47橋（R4年度末）と目標達成に向け順
　調に推移している。引き続き、個別施設計画に基づいた予防保全型インフラメンテ
　ナンスへの転換に向けた老朽化対策を行う。

県土 B

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

市町村道路施設の老朽化対策支援（戦
略的な維持管理・更新）

（推進方針）
　市町村道路施設の老朽化対策支援と
して、国、県、市町村、高速道路会社
等の道路管理者で構成する「道路メン
テナンス会議」（平成26年６月設置）
による支援や、橋梁の点検・診断及び
修繕に関する技術講習会の開催、市町
村への技術的な助言、指導等の支援を
行う。

・　市町村職員の技術力向上のため下記講習会を実施。
　①　市町村橋梁メンテナンス技術講習会（令和4年10月、11月）
　②　福岡県道路メンテナンス会議（令和4年8月、11月、令和5年2月）

【重要業績指標（KPI）】
■　市町村橋梁点検等技術講習会の毎年度実施
　　年2回（R3年度末）→年5回（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。引き続き、国や福岡県建設
　技術情報センターと連携を図り、課題やニーズを踏まえて講習会を実施することに
　より、市町村職員の技術力向上を図る。

県土 A

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

維持管理における新技術等の活用

（推進方針）
　個別施設計画に基づくメンテナンス
サイクルを確立し、戦略的な維持管理
を行うため、ロボットやAI等を活用し
た維持管理の効率化・省力化に向けた
取組を進める。

・　道路施設の修繕・点検時に新技術を活用した事例の情報収集を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　個別施設計画に基づくメンテナンスサイクル確立のため、道路施設の修繕設計時
　及び点検時には、新技術活用の検討を必須としており、引き続き、国の動向や活用
　実績等の情報収集に努める。

県土 B

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

啓開体制の強化

（推進方針）
　各道路管理者が管理する道路の通行
止めや啓開作業実施の有無等の情報を
共有するなど、災害時に速やかな対応
ができる環境を整える。

・　各道路管理者間において、規制や啓開等の情報を必要に応じて共有できる体制を
　整えている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、共有体制を維持していく。

県土 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

無電柱化の推進

（推進方針）
　道路の防災性の向上、安全で快適な
通行空間の確保などの観点から、電線
管理者と協議の上、無電柱化の取組を
進める。
各道路管理者は、道路の防災性能の向
上のため、電線管理者等の理解を得て
国の「無電柱化推進計画」に位置付け
られた対象道路の整備を推進する。
　また、緊急輸送道路における新設電
柱の占用の抑制や、低コスト手法の活
用などによる無電柱化の取組を行う。

・　第7期無電柱化推進計画に位置付けられた路線の完了を目標値として設定し実施
　している。

【重要業績指標（KPI）】
■　県管理道路の無電柱化延長（整備延長）
　　15.8km（R3年度末）→15.8km（R4年度末）
→　目標値「19.1km（R6年度末）」に対し、15.8km（R4年度末）と目標達成に
　向け順調に推移している。引き続き、災害に強い都市づくりを進めるため、無電柱
　化を推進していく。

県土 B

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

道路の雪寒対策の推進

（推進方針）
　集中的な大雪に備え、冬期の安定し
た道路交通を確保するため、除雪計画
を策定する。また、道路を通行規制し
た場合、道路交通を早期に回復させる
ため、融雪剤散布やグレーダー除雪等
の除雪作業を実施する。

・　各事務所で作成した除雪作業計画書に基づき、隣接事務所や関係機関と連絡調整
　を行いながら、適切なタイミングで除雪作業及び融雪剤散布を行い、早期の交通確
　保に努めた。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　関係機関と連携を密に行い、適切な情報発信を行う。また、優先度を考慮した除
　雪計画を策定して円滑な交通の確保を行う。

県土 B

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

生活道路の整備

（推進方針）
　災害時における地域交通網を確保す
るため、幅員の狭い未改良区間の整備
や歩道設置など、県民の安全・安心を
確保するための道路整備を進める。

・　災害時における地域交通網を確保するために、生活道路の改良整備を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　早期整備に向けて、事業の推進を行う。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-4 交通インフラの長期
にわたる機能停止

空港の整備

（推進方針）
　福岡空港及び北九州空港で策定され
た「A2－BCP（空港業務継続計画）」
が、自然災害発生時においてしっかり
と機能するよう、訓練を実施するなど
対策を講じる。

・　国が設置した、「全国主要空港における大規模自然災害対策に関する検討委員
　会」は、平成31年4月10日に最終とりまとめを公表。それに伴い、福岡空港にお
　いては福岡国際空港株式会社（FIAC)が、北九州空港においては国が「A2-BCP」
　を策定した。両空港が重要なインフラとしての機能を果たすよう、必要な対策を講
　じている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、連携体制の強化を行っていく。

企画 A

5-5 防災インフラの長期
にわたる機能不全

河川施設の老朽化対策（戦略的な維持
管理・更新）

（推進方針）
　河川施設の長期にわたる機能停止を
回避するため、施設ごとに策定した個
別施設計画に基づき、予防保全型イン
フラメンテナンスへの転換に向けた老
朽化対策を行う。

・　河川管理施設の長寿命化計画に基づき、3施設で点検、更新を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　長寿命化計画に基づき、計画的に維持管理を行う。

県土 B

5-5 防災インフラの長期
にわたる機能不全

ダムの老朽化対策（戦略的な維持管
理・更新）

（推進方針）
　ダムの長期にわたる機能停止を回避
するため、施設ごとに策定した個別施
設計画に基づき、予防保全型インフラ
メンテナンスへの転換に向けた老朽化
対策を行う。

・　管理16ダムに試験湛水中1ダムを加えた17ダムにおいて策定を完了している。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　長寿命化計画に基づき、計画的に維持管理を行う。

県土 A

5-5 防災インフラの長期
にわたる機能不全

港湾施設の老朽化対策（戦略的な維持
管理・更新）

（推進方針）
　港湾施設の長期にわたる機能停止を
回避するため、施設ごとに策定した個
別施設計画に基づき予防保全型インフ
ラメンテナンスへの転換に向けた老朽
化対策を行う。

・　個別施設点検に基づいた施設点検を実施し、施設の状態確認を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　個別施設計画に基づき、計画的に維持管理を行う。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-5 防災インフラの長期
にわたる機能不全

海岸保全施設の老朽化対策（戦略的な
維持管理・更新）

（推進方針）
　海岸保全施設の長期にわたる機能停
止を回避するため、施設ごとに策定し
た個別施設計画に基づき予防保全型イ
ンフラメンテナンスへの転換に向けた
老朽化対策を行う。

・　個別施設計画に基づき、海岸保全施設（護岸・堤防）の老朽化対策を実施している。
・　個別施設計画未策定であった5漁港において、策定に取りかかった。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　老朽化対策を実施するために必要な予算の確保に努める。また、個別施設計画に基
　づき、計画的に維持管理を行う。

農林
県土

B

5-5 防災インフラの長期
にわたる機能不全

砂防施設等の老朽化対策（戦略的な維
持管理・更新）

（推進方針）
　砂防施設等の長期にわたる機能停止
を回避するため、施設ごとに策定した
個別施設計画に基づき、予防保全型イ
ンフラメンテナンスへの転換に向けた
老朽化対策を行う。

・　個別施設計画に基づき、老朽化対策工事を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　予算や期間の課題があり、個別施設計画における整備目標を下回っている。
　　今後は、ライフサイクルコストを考慮した老朽化対策を推進する。

県土 C

5-5 防災インフラの長期
にわたる機能不全

中継所の非常電源の確保

（推進方針）
　国（九州管区警察局福岡県情報通信
部）は、中継所における非常電源の確
保のため、災害発生に伴う商用電源供
給断及び非常用発動発電機等の機能喪
失等を想定した訓練及び施設整備を行
う。

・　大規模災害等により車両による無線中継所への燃料輸送が困難な状況を想定し、
　徒歩による燃料搬送訓練を実施した。
・　無線中継所の非常用発動発電機の機能喪失を想定し、非常用電源車を使用した
　電源供給訓練を実施した。また、非常用電源車の操作要領等の習得及び災害対応
　能力の向上を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　中継所非常用電源確保訓練の実施
　　1回（R3年度）→1回（R4年度）
→　目標値「年1回実施」に対し、目標を達成している。今後は、中継所へのルート
　が土砂崩れ等により全て途絶した場合、徒歩による搬送も困難となることが想定さ
　れることから、警察ヘリによる燃料及び職員の搬送を検討する。

警察 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

5-5 防災インフラの長期
にわたる機能不全

治山施設の老朽化対策（戦略的な維持
管理・更新）

（推進方針）
　治山施設の長期にわたる機能停止を
回避するため、施設ごとに策定した個
別施設計画に基づき、予防保全型イン
フラメンテナンスへの転換に向けた老
朽化対策を行う。

・　県が管理する治山施設について、長寿命化計画（個別施設計画）に基づき、適切
　な維持管理・更新等が実施できるよう、市町村と連携して地元調整を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、市町村との連携を図り、長寿命化計画（個別施設計画）に基づく維持
　管理・更新等に取り組む。

農林 B

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

事業継続力強化支援計画の策定促進

（推進方針）
　県内事業所の事業継続力を強化する
ため、商工会・商工会議所が市町村と
共同で作成する、防災意識の向上活
動、事業継続計画（BCP）の作成支
援、災害発生時の情報収集等を定めた
支援計画の策定を促進する。

・　県内事業所の事業継続力を強化するため、商工会議所・商工会が市町村と共同で
　作成する「事業継続力強化支援計画」（防災意識の向上活動、事業継続計画（BCP）
　の作成支援、災害発生時の情報収集等を定めるもの）を、県内67か所の商工会議
　所・商工会において認定した。

【重要業績指標（KPI）】
■　事業継続力強化支援計画の認定状況
　　90％（R3年10月）　→94.3％（R4年度末）
→　目標値「100％（R6年度末）」に向け、順調に推移している。事業継続力強化
　支援計画を策定していない商工会議所に対し、引き続き周知等を行っていく。

商工 B

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

企業BCPの策定促進

（推進方針）
　福岡県中小企業団体中央会が行う
BCP策定マニュアルの普及やBCP普及
促進セミナー開催、福岡県中小企業振
興センターが行う窓口相談やセミナー
開催などの取組に加え、商工会・商工
会議所と市町村が連携して行うセミ
ナー等の取組を支援し、中小企業等へ
のBCP策定の必要性や策定方法等の周
知を図る。

・　セミナーはをWeb視聴形式で実施した。
・　あわせて組合等に専門家を派遣し計画の策定支援を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　事業継続力強化計画の必要性の認知は進んでいるが、計画策定は進んでいないと
　いう課題がある。今後は、ワークショップを開催することで中小企業・小規模事業
　者に事業継続力強化計画を策定させ、事業者の事業継続力の強化を図るとともに、
　策定した計画を横展開することで地域防災力の強化につなげる。

商工 C



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

商工業者への事業継続支援

（推進方針）
　県、商工会・商工会議所、中小企業
振興センター、中小企業団体中央会、
信用保証協会、金融機関、中小企業診
断士などの専門家などで構成される地
域中小企業支援協議会を中心に、中小
企業支援に連携して取り組むととも
に、被災時には、各構成機関の支援メ
ニューや国の支援制度を活用すること
により、被災商工業者の事業の再開・
継続を総合的に支援する。

・　県内4地域の中小企業振興事務所に設置した協議会にて構成機関との緊密な連携
　により、中小企業の支援活動に取り組んでいる。
・　災害時、被災した事業者の支援を行えるよう、構成機関の商工会議所・商工会、
　中小企業振興センター、中小企業団体中央会、信用保証協会等と連携して相談受入
　体制を整えている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　関係機関との平時からの情報共有とともに、事業継続計画の必要性について商工
　業者に対する周知を引き続き行っていく。

商工 A

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

代替性確保や信頼性を高めるための道
路整備

（推進方針）
・下関北九州道路の実現に向けた取組
　大規模災害時においても、九州と本
州を結ぶ信頼性の高いネットワークを
構築するため、国に対し、下関北九州
道路の早期事業化に向けた働きかけを
行う。
・東九州自動車道４車線化の実現に向
けた取組
　大規模災害時において、多重性・代
替性を確保し、信頼性の高い道路ネッ
トワークを構築するため、国に対し
て、東九州自動車道の４車線化につい
て早期に事業化するよう働きかけを行
う。
 ・八木山バイパス４車線化に向けた取
組
　平常時における道路交通の定時性、
安全性の確保並びに、大規模災害時に
おける多重性・　代替性の確保のた
め、国に対し、八木山バイパスの４車
線化の早期整備及び穂波西ICのフルイ
ンター化を行うよう働きかけを行う。

・　関係自治体、議会等が一体となり、国に対し、早期実現に向けた要望を実施。
・　下関北九州道路の事業化に向け、環境影響評価及び都市計画決定に必要な調査・
　設計を実施。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、要望活動を実施するとともに、早期整備に向けて、事業推進に取り
　組む。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

広域的な避難路となる高規格幹線道路
等へのアクセス強化

（推進方針）
災害対応力の強化に資する道路ネット
ワークを構築するため、港湾・空港等
の物流拠点と高規格道路を結ぶアクセ
ス道路の整備を進める。

・　港湾・空港等の物流拠点と高規格道路を結ぶアクセス道路の整備を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　早期整備に向けて、引き続き事業推進に取り組む。

県土 B

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

広域道路ネットワークの整備

（推進方針）
　平常時・災害時問わず道路ネット
ワーク機能を充分に発揮させ、人流・
物流を確保するため、高規格道路の整
備、既存の高規格道路の４車線化や
ミッシングリンク（※）の解消、環状
機能の強化、代替路や補完路による
ネットワークの多重化を推進する。
　※ミッシングリンク：未整備区間等
の途中で途切れている区間。

・　地域間の連携強化及び広域的な交流を促進するため、県が管理する国道及び県道
　の整備を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　早期整備に向けて、引き続き事業推進に取り組む。

県土 B

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

交通・防災拠点の強化

（推進方針）
　福岡県新広域道路交通ビジョンに基
づき、災害時の物資輸送や避難等の主
要な拠点となる道の駅や都市部の交通
拠点等について、災害情報の集約・発
信、防災施設の整備など、ソフト・
ハードを含めた防災機能の強化策を検
討する。

・　防災拠点としての機能を果たすため、点検などを実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　早期整備に向けて、引き続き事業推進に取り組むとともに、災害時に防災拠点と
　しての機能を果たすため、適切な維持管理を行う。

県土 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

港湾施設の耐震・耐波性の強化

（推進方針）
　陸上輸送が遮断された場合でも、緊
急物資の海上輸送機能が確保できるよ
うにするため、貨物量の増加や船舶の
大型化に対応したコンテナターミナル
の整備など、港湾施設の機能拡充を進
めるとともに、港湾施設の耐震・耐波
性の強化を進める。

・　三池港岸壁（-10ｍ）に向けた調査を実施した。（直轄事業）

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後は、耐震性・対波性が必要な施設、優先順位の整理を行い、港湾施設の耐震・
　耐波性の強化を進める。

県土 B

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

「粘り強い構造」を取り入れた防波堤
の整備

（推進方針）
　大規模津波等に対して、減災効果の
ある「粘り強い構造」を取り入れた防
波堤の整備を検討する。

・　管理港湾において、減災効果のある「粘り強い構造」を取り入れた防波堤について、
　調査、研究を行う。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後は、先行事例や減災効果のある「粘り強い構造」について調査・研究する。

県土 B

6-1 サプライチェーンの
寸断、金融サービス
の機能停止、風評被
害等による経済活動
の機能不全

港湾BCPの充実化

（推進方針）
　大規模災害や感染症発生時に緊急物
資の輸送や復旧作業といった優先業務
に取り組むとともに、経済活動や災害
対応において港湾が担う重要な機能を
維持するため、港湾BCP（地震・津
波、感染症）の検討を行うとともに、
航路啓開計画やフェーズ別高潮対応計
画の追加等、港湾BCPの充実及びその
実効性向上を図る。

・　策定した港湾BCPの実行性を高めるため、港湾BCP協議会で訓練を行い、更なる充
　実化を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　重要港湾（苅田港・三池港）の港湾BCPの充実
　　継続的な見直しの実施
→　目標値「継続的な見直しの実施」に対し、目標を達成している。引き続き、策定した
　港湾BCPの実行性を高めるため、港湾BCP協議会で訓練を行い、更なる充実化を図
る。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

6-2 食料等の安定供給の
停滞

農地の防災・減災対策

（推進方針）
　農地の湛水被害の防止・軽減を図る
ため、湛水被害が生じている、又は生
じる恐れのある地域を対象として、市
町村と協議の上、排水機、排水樋門、
農地等の整備を進める。
　また、県が管理する地すべり防止施
設について、個別施設計画に基づき、
計画的な維持管理や施設の更新を実施
する。
　これらの整備により、農業農村整備
事業管理計画に掲載されている地区で
の農地の防災・減災対策を推進する。

・　地すべり防止施設については、令和2年度までに策定した長寿命化計画に基づ
　き、施設更新等に係る実施設計等に着手した。
・　農地の湛水被害の防止・軽減を図るため、排水機、排水路等の整備を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、策定した長寿命化計画に基づき、適時に適切な施設の更新等を実施
　していく。

農林 B

6-2 食料等の安定供給の
停滞

農業水利施設の老朽化対策

（推進方針）
　農業生産力の維持安定を図るため、
農業農村整備事業管理計画に掲載され
ている県が造成した基幹的農業水利施
設について、個別施設計画に基づき、
計画的な維持管理や施設の更新を行
い、老朽化対策を推進する。

・　県が造成した全ての基幹的農業水利施設で長寿命化計画（機能保全計画）に基づ
　き、長寿命化対策に向けた市町村や土地改良区等の関係者との協議ほか、施設の補
　修や更新等を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、策定した長寿命化計画に基づき、適時に適切な施設の更新等を実施し
　ていく。

農林 B

6-2 食料等の安定供給の
停滞

農道・林道の整備、保全

（推進方針）
　　農業農村整備事業管理計画に掲載
されている農道及び地域森林計画の
「林道の開設及び拡張に関する計画」
に掲載されている林道の整備を進め
る。
　また、災害時に避難路や輸送道路の
代替・迂回道路としての活用が期待さ
れている農道・林道の整備を行うとと
もに、農道・林道を管理している市町
村が実施する、トンネルや橋梁の維持
管理・更新等に対し支援を行う。

・　災害時に避難路や輸送道路の代替・迂回道路として活用が期待されている林道整
　備を実施した。また、市町村が実施する農道、林道の橋梁における点検診断、更新
　に対し支援を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、市町村等と連携し、農道、林道の整備を実施するとともに、市町村が
　実施するトンネル、橋梁の維持管理、更新等に対し支援を行う。

農林 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

6-2 食料等の安定供給の
停滞

卸売市場の流通機能の保全

（推進方針）
　大規模災害時でも卸売市場が機能す
るように、施設の耐災害性の強化、事
業者によるBCPの策定を促進する。
　また、卸売市場における停電時の電
源確保など、耐災害性の向上を促進す
る。

・　中央卸売市場及び一定規模の地方卸売市場に対し、BCPの策定状況や災害時の市
　場機能確保に向けた対応状況の確認を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、卸売市場の流通機能を維持し、関係機関と連携し緊急時に備えた食料
　供給体制の確保を図る。

農林 B

6-2 食料等の安定供給の
停滞

生乳・食肉施設の停電時の電源確保対
策

（推進方針）
　生乳・食肉の持続可能な生産・流通
を確保するため、停電時の対応計画を
作成するとともに、酪農家、乳業施設
及び食肉処理施設の停電時の非常用電
源設備の導入等を推進する。

・　災害等発生時のBCP（事業継続計画）の作成状況確認を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　生乳・食肉施設の停電時の対応計画の作成率
　　80％（R2年度末）→100％（R4年度末）
→　目標値「100％(R8年度末)」に対し、目標を達成している。引き続き、生乳・
　食肉生産・流通を維持し、関係機関と連携して緊急時に備えた供給体制の確保を
　図る。

農林 A

6-2 食料等の安定供給の
停滞

農業用ハウスの補強

（推進方針）
　近年の台風、大雪等による被害発生
を踏まえ、十分な耐候性がなく、対策
が必要な農業用ハウスについて、ハウ
スの補強や防風ネットの設置等の対策
を支援する。

・　十分な耐候性がなく、補強等の対策が必要な農業用ハウスを対象に被害防止技術
　講習会を実施するとともに、BCP策定推進研修会を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、被害防止技術講習会を実施するとともに、BCP（事業継続計画）策
　定の推進と、そこで明らかとなった対策を支援する。

農林 B

6-2 食料等の安定供給の
停滞

漁港施設の老朽化対策

（推進方針）
　市町と連携し、県内の流通拠点及び
防災拠点となる漁港の陸揚岸壁の耐
震・耐津波対策に取り組む。また、県
内の全漁港において、安全性を確保
し、長寿命化を図るための対策に取り
組む。

・　県内の漁港において、機能保全計画に基づき、補修等の長寿命化対策を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　陸揚岸壁が耐震・耐津波化された流通・防災拠点漁港の割合
　　50％（R3年度末）→50％（R4年度末）
→　目標値「100％（R4年度末）」に向け、順調に推移している。引き続き、耐
　震・耐津波対策が計画期間内に完了できるよう、実施主体の市と連携し、事業推
　進を図っていく。

農林 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

7-1 海上・臨海部におけ
る広域複合災害の発
生

石油コンビナート等における耐災害性
の向上

（推進方針）
　石油コンビナート等における災害に
備え、令和３年度に改定した石油コン
ビナート等防災計画に基づき、平常時
から防災関係機関や特定事業者等と情
報を共有するとともに、訓練を実施
し、結果を検証して、関係機関の防災
力の向上を図る。

・　北九州市内特定事業所及び周辺海上において、災害が発生したとの想定の下、
　参加機関が図上訓練（情報伝達訓練）により、迅速かつ正確な情報伝達体制及び
　伝達方法の確認を行い、災害応急対策の機能強化を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　石油コンビナート等総合防災訓練の実施件数
　　1回（R3年度末）→1回（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成することができた。様々な災害に対応
　できるような訓練を、図上又は実動にて実施していく必要があるため、今後も、訓
　練を実施し、石油コンビナート地区の防災体制の整備に努める。

総務 A

7-2 ため池、防災インフ
ラ、天然ダム等の損
壊・機能不全や堆積
した土砂等の流出に
よる多数の死傷者の
発生

ため池の防災・減災対策

（推進方針）
　決壊による水害等の災害により周辺
の区域に被害を及ぼすおそれのある
「防災重点農業用ため池」について、
市町村等と連携のうえで、計画的に劣
化状況を評価するための現地調査を行
う。
　この評価結果をもとに、市町村と協
議しながら、堤体・洪水吐等の施設機
能の適切な維持、補強に向けたハード
対策を実施するとともに、浸水想定区
域図の公表など必要なソフト対策に取
り組む。
　これらのハード及びソフト対策につ
いては、農業農村整備事業管理計画に
記載されている地区を対象として、計
画的な事業推進を図る。
　加えて、「ため池管理保全支援セン
ター」により、市町村に対して技術的
な指導なども行う。

・　県内の「防災重点農業用ため池」のうち、761ヶ所の劣化状況評価を実施した。

【重要業績指標（KPI）」
■　防災重点農業用ため池の劣化状況評価の実施件数
　　397カ所（R3年度末）→1,550カ所（R4年度末）
→　目標値「2,622カ所（R8年度末）」に向け、順調に推移している。引き続き、
　劣化状況評価を実施し、緊急性の高いため池から順次、防災工事を実施していく。

農林 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

7-2 ため池、防災インフ
ラ、天然ダム等の損
壊・機能不全や堆積
した土砂等の流出に
よる多数の死傷者の
発生

ダム（基幹的農業水利施設）の老朽化
対策

（推進方針）
　豪雨等による災害防止のため、ダム
施設や管理システム等の補修更新を行
い、適正な維持管理を継続する。

・　県内の全ての基幹的農業水利施設（農業用ダム）で長寿命化計画（機能保全計画）
　を策定しており、長寿命化対策の実施に向けた市町村や土地改良区等の関係者との
　協議のほか、施設の補修や更新等を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、策定した長寿命化計画に基づき、適時に適切な施設の更新等を実施し
　ていく。

農林 B

7-2 ため池、防災インフ
ラ、天然ダム等の損
壊・機能不全や堆積
した土砂等の流出に
よる多数の死傷者の
発生

盛土に係る防災対策

（推進方針）
　　盛土等に伴う災害の発生を防止す
るため、危険な盛土等を全国一律の基
準で包括的に規制する新たな法律「宅
地造成及び特定盛土等規制法」（※通
称「盛土規制法」）に基づき、規制区
域の指定や基礎調査などの措置を適切
に実施する。
　また、今後、人家・公共施設等に直
ちに被害を及ぼすおそれがある「災害
危険性の高い盛土」が確認された場合
は、速やかに箇所情報も含め公表し、
法令等に基づき、躊躇なく行政処分等
を行うとともに、行政代執行も視野に
入れた土砂の撤去・崩落防止等の危険
箇所対策を行う。

・　盛土規制法に基づく規制区域指定のため、基礎調査に着手した。

【重要業績指標（KPI）」
■「盛土規制法」に基づく規制区域の指定
　　施行前（R3年度末）　→　―（R4年度末）
→　目標値「全県下で指定（R7年度末）」に向け、順調に推移している。基礎調査
　を進め、法律の規定による関係自治体（政令・中核市を除く県内57市町村）への
　意見聴取や、運用を見据えた市町村との事務委任の調整等の協議を実施していく。
　また、引き続き関係課と盛土に関する情報共有を実施していく。

総務
環境
農林
県土
建築

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

7-3 有害物質の大規模な
流出・拡散による被
害の拡大

大気汚染物質、水質汚濁状況等の常時
監視等

（推進方針）
　県民の健康被害のリスクを軽減する
ため、大気汚染物質、公共用水域・地
下水の水質汚濁状況及び大気・水質・
土壌中のダイオキシン類の常時監視及
び結果の公表、事業場への立入検査や
事業者への指導を行う。
　災害時における大気環境の観測体制
及び情報機能並びに環境中の有害物質
のモニタリング体制を確保する。
　災害時に備え、平時から有害物質等
を使用・貯蔵している事業場の情報を
関係機関で共有する体制を確保する。
　有害物質の漏出等により住民の生命
身体に危険の恐れがあると認められる
場合は、市町村やマスコミを通じて、
県民に対し、周知等を行う。
　また、土壌汚染については、土地所
有者等に対し、適切な土壌汚染対策を
指導する。

（土壌）
◯　地下水汚染が判明している工場周辺の地下水等を定期的に把握した。
◯　汚染土壌処理施設に対して、基準の適合状況等を確認し、指導を行った。
（水質）
○　水質測定計画（公共用水域・地下水）を策定し、それに基づく常時監視及び測定
　結果の公表を実施した。
○　工場・事業場（特定事業場）への立入検査、排出水の水質測定及び事業者への指
　導等を実施した。
○　水質事故時の連絡網により、円滑な情報共有が行える体制を構築した。
（ダイオキシン）
○　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気、水質及び土壌のダイオキシン類に
　係る常時監視を実施した。
○　排出基準に合致しないおそれのある特定施設に対し、立入検査及び行政検査を実
　施した。
（大気）
○　県内測定局において大気環境の常時監視及び測定結果の公表を実施した。
○　高濃度の光化学オキシダントやＰＭ２．５の発生が予測される場合には、県公式
　LINEにより県民に対し高濃度予測情報を配信した。（令和4年2月15日～）
○　建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策について発注者・施工者への指
　導を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、土壌・水質・ダイオキシン・大気それぞれについて、常時監視や事業
　者への指導等の対策を講じていく。

環境 A

7-3 有害物質の大規模な
流出・拡散による被
害の拡大

毒物劇物の流出等の防止

（推進方針）
　災害に起因する毒物劇物の流出等を
防ぐため、関係行政機関や取扱事業者
との連絡・協力体制の確保を図るとと
もに、毒物劇物の営業者等への立入調
査等による取扱事業者に対する管理徹
底の指導、県ホームページを活用した
事故未然防止対策等の情報発信を行
う。

・　災害や事故時等における毒物劇物の流出等を防ぐため、毒物劇物営業者等への立
　入調査等による毒物劇物の管理徹底の指導、県ホームページを活用した事故未然防
　止対策等の情報発信を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　災害・事故時等における毒物劇物による健康被害の発生件数
　　1件（R3年度末）　→0件（R4年度末）
→　目標値「0件を維持」に対し、0件（R4年度末）と目標を達成した。引き続き、
　毒物劇物営業者や業務上取扱者への立入調査による毒物劇物の管理徹底の指導等を
　徹底し、災害・事故時等における毒物劇物による健康被害が発生しないよう注意喚
　起に努めていく。

保健 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

7-4 農地・森林等の被害
による県土の荒廃

園芸産地の防災・減災対策

（推進方針）
　度重なる被害を受けている園芸産地
の維持・発展を図るため、農地中間管
理機構が浸水リスクが少ない農地を確
保・斡旋するとともに、園芸農家が行
うハウス移転等に要する経費の一部を
補助する。

・　農地中間管理機構を活用して、浸水リスクの少ない農地の確保・斡旋に取り組む
　とともに、災害回避施設等の整備を支援した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、農地中間管理機構を活用した農地の確保・斡旋に取り組むとともに、
　園芸農家に対し、ハウス施設や災害回避施設の整備を支援する。

農林 B

7-4 農地・森林等の被害
による県土の荒廃

地域における農地・農業水利施設等の
保全

（推進方針）
　農業・農村の有する多面的機能の発
揮を促進し、担い手農家の負担軽減や
集落機能維持を図るため、市町村と連
携し、農業者、地域住民等で構成され
る活動組織が実施する水路、農道等の
保全活動に対し、多面的機能支払交付
金による支援を行うとともに、パンフ
レットの配布などによりその取組内容
の普及を図る。

・　市町村担当者会議等にて、事業パンフレットを配布するなど制度の周知を図ると
　ともに、活動組織を対象とした研修会等を開催し、取組拡大を推進した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、市町村及び維持・保全活動の活動組織に対して、取組の広がりの妨げ
　となっている事務負担の軽減に向けた協議や研修会を実施し、取組の拡大を図る。

農林 B

7-4 農地・森林等の被害
による県土の荒廃

荒廃農地対策

（推進方針）
　農業委員会が毎年実施する利用状況
調査で判明した遊休農地について、調
査結果を取りまとめて国へ報告すると
ともに、荒廃農地の再生利用等を促進
するため、市町村に対し、国庫補助事
業等の活用を働きかける。

・　市町村等と連携し、荒廃農地の発生・解消の状況を把握するとともに、荒廃農地
　の再生利用に向け、市町村担当者会議等を通じて、国庫補助事業等の活用を働きか
　けた。
・　農地中間管理機構が借り受けた遊休農地を再生し、耕作者に貸し付けを行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　市町村及び維持・保全活動の活動組織に対して、取組の広がりの妨げとなってい
　る事務負担の軽減に向けた協議や研修会を実施するとともに、国の補助事業等を活
　用した、荒廃農地解消や新たな荒廃農地の発生防止対策の推進を図る。また、補助
　事業を活用して農地中間管理機構による遊休農地の解消の取組を支援する。

農林 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

7-4 農地・森林等の被害
による県土の荒廃

森林の整備・保全

（推進方針）
　森林の荒廃を未然に防止し、土砂災
害防止や二酸化炭素吸収等の公益的機
能を長期的に発揮させるため、市町村
が実施する強度間伐（※）による針広
混交林化等に対し、福岡県森林環境税
を活用して支援する。また、森林の有
する多面的機能の維持・向上を図るた
め、森林所有者等が行う間伐等の森林
整備に要する経費の一部を補助する。
※強度間伐：公益的機能を長期的に発
揮させるため、間伐率を通常より高く
設定した間伐
（間伐率は一律ではなく、災害を誘発
しないよう、現地に応じて適切に設
定）

・　森林の荒廃を未然に防止するための強度間伐や、森林の有する多面的機能の維持・
　向上を図るための間伐等に対して支援を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　荒廃森林の整備面積
　　5,277ha（R3年度末）→6,678ha（R4年度末）
→　目標値「7,000ha（R6年度末）」に向け、順調に推移している。引き続き、市
　町村が実施する強度間伐等の森林整備に対し、福岡県森林環境税を活用して支援を
　行う。

農林 B

7-4 農地・森林等の被害
による県土の荒廃

指定管理鳥獣捕獲等に関する対策

（推進方針）
　森林等における植生の食害等による
表土流出等をもたらす指定管理鳥獣
（ニホンジカ等）の生息密度を適正な
レベルに減少させるため、森林等の生
息密度が高い地域において、シカの捕
獲等を実施する。

・　耶馬日田英彦山国定公園の英彦山及び犬ヶ岳地区において、シカの食害による
　生態系被害が深刻化しており、生態系の回復を図るため、シカの捕獲事業を実施
　した（令和４年度捕獲数：２５５頭）。
・　カメラトラップ調査及び糞塊密度調査によりシカの生息状況を調査するととも
　に、シカによる森林植生衰退状況調査を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　毎年度、指定管理鳥獣等事業実施計画を策定し、引き続きシカの捕獲を行って
　いく。

環境 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

8-1 災害廃棄物の処理停
滞による復旧・復興
の大幅な遅れ

災害廃棄物処理体制の整備

（推進方針）
　被災地の迅速な復旧・復興を図るた
め、平成28年３月に策定（令和３年３
月改定）した災害廃棄物処理計画に基
づき、県内の市町村や関係団体を対象
にした支援要請や広域処理の調整等を
行い、処理体制の整備を図る。
　また、市町村災害廃棄物処理計画の
策定を支援するとともに、実効性の向
上に向け、県及び市町村職員等の人材
育成を図る。

・　市町村における災害廃棄物処理の実効性を高めるため、市町村災害廃棄物処理
　計画の策定に係る助言・指導や、市町村職員等関係者に対する研修等を行った。
・　災害廃棄物処理体制の整備に関しては、平成29年11月に、九州・山口各県と
　の間で災害廃棄物処理に係る相互支援協定を締結し、災害発生時に処理に係る支
　援体制を整備するための会議を毎年度開催している。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後も、すべての市町村で災害廃棄物処理計画が策定されるよう、市町村に対
　する助言を継続していくとともに、人材育成事業も継続し、市町村職員の災害時
　の対応能力のさらなる向上を図っていく。
　九州・山口各県の相互支援協定についても、定期的に連絡会議を行い、協力体制
　の強化を図っていく。

環境 B

8-2 復旧を支える人材等
の不足、より良い復
興に向けたビジョン
の欠如等により復興
できなくなる事態

県及び市町村の防災担当職員等の育成

（推進方針）
　大規模災害時には、被災市町村の復
旧に携わる職員の不足が予想されるこ
とから、技術向上のための講習会の開
催による県・市町村の防災担当職員の
育成や、災害アドバイザーの派遣など
の取組を実施する。

・　災害復旧実務ブロック講習会を県内5ブロックで出水期直前（5月）に実施（県
　主催）
・　福岡県災害復旧実務講習会を年2回実施（河川協会主催）
・　災害復旧技術向上のための講習を年1回実施（（公財）福岡県土地改良事業団体
　連合会主催）

【重要業績指標（KPI）】
■　県・市町村防災担当職員を対象とした講習会
　　年8回（R3年度末）→年8回（R4年度末）
→　目標値「継続実施」に対し、目標を達成している。今後も、防災担当職員の育成
　に向けた講習会を継続していく。

■　緊急初動班の訓練
　　年1回（R3年度末）→年1回（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。今後も、緊急初動班訓練を
　継続していく。

総務
農林
県土

A

8-2 復旧を支える人材等
の不足、より良い復
興に向けたビジョン
の欠如等により復興
できなくなる事態

迅速な応急・災害復旧のための自治体
支援

（推進方針）
　市町村の復旧・復興を支援するた
め、災害復旧の申請などに必要な技術
支援を実施する。

・　災害復旧実務研修を年1回実施（（公財）福岡県建設技術情報センター主催）地
　震の対応編研修（5月）を年1回実施（福岡県建設技術情報センター主催）

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後も、市町村の復旧・復興を支援するため、災害復旧の申請に関する講習会を
　継続していく。

県土 B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

8-2 復旧を支える人材等
の不足、より良い復
興に向けたビジョン
の欠如等により復興
できなくなる事態

公共土木施設等の復旧・復興に係る事
業者との協力関係の構築

（推進方針）
　災害時に迅速かつ円滑な復旧を図る
ため、建設関係業者や建設関係業界団
体と復旧工事・支援業務に関する協定
を締結する。

【建設関係業者との協定】
・　風水災害時の緊急対策工事等に関する協定
　　R4締結者数　県土756者、農林254者
　　R４施工実績　県土528件、農林5件
【建設関係業界団体との協定】
・　大規模災害時における災害復旧支援業務等に関する協定（（一社）福岡県測量設
　計コンサルタンツ協会）
・　大規模災害時における災害応急対策業務の支援に関する協定（（一社）プレスト
　レスト・コンクリート建設業協会九州支部）
・　大規模災害時における災害応急対策支援業務に関する協定（（一社）福錐会）
・　大規模災害時における交通安全施設に関する支援協定（（一社）福岡県交通安全
　施設業協会）

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、緊急対策工事を速やかに実施できるよう、風水災害時の緊急対策工事
　に関する協定締結者数を維持する。

農林
県土

A

8-2 復旧を支える人材等
の不足、より良い復
興に向けたビジョン
の欠如等により復興
できなくなる事態

建設人材の確保・育成

（推進方針）
　復旧・復興を担う建設人材の確保・
育成のため、国の指針に基づき、予定
価格の適正な設定、適正な労務単価の
設定、発注・施工時期の平準化、週休
２日制の導入検討、社会保険への加入
促進等による就労環境の整備や、ICT活
用工事、遠隔臨場等、建設現場に情報
通信技術を導入することにより、生産
性・安全性の向上を図る。

・　最新の市場価格による単価及び必要に応じ行う業者見積により予定価格を適正に
　設定している。
・　ゼロ県債の活用や余裕期間の設定による早期発注に努めるとともに、債務負担行
　為や繰越制度の活用により、施工時期に平準化を図っている。
・　労務単価については、国の労務費調査結果に基づき決定された単価を適切に設定
　している。
・　原則、農林水産部、県土整備部、建築都市部の全工事を対象として週休２日工事
（受注者希望型）を導入している。
・　社会保険加入の促進については、受注業者から提出された請負代金内訳書に法定
　福利費の項目があるため、その金額について確認を行っている。
・　県土整備部及び農林水産部ではICT活用工事や遠隔臨場についても導入済みである。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　各種の取組を継続する。

農林
県土
建築

A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

8-2 復旧を支える人材等
の不足、より良い復
興に向けたビジョン
の欠如等により復興
できなくなる事態

災害ボランティアの活動環境等の整備

（推進方針）
　　災害時ボランティア活動を円滑に
行うため、県、県社会福祉協議会、中
間支援団体（ＮＰＯ・ボランティア
等）との間で締結している「災害ボラ
ンティア活動の連携支援に関する協定
（令和３年３月24日締結）」により、
それぞれの役割分担や連携方法を明確
化するとともに、平時から協力・連携
体制の構築を図る。
　また、災害時の円滑な災害ボラン
ティアセンター設置・運営のため、県
社会福祉協議会に対し、市町村社会福
祉協議会や市町村を対象とする研修会
や訓練の実施、市町村社会福祉協議会
を指導する専任職員の配置等に要する
経費の補助を行うことにより、災害時
に備えた実効性のある体制整備を促進
する。

・　災害ボランティア活動を支援するため、県、県社会福祉協議会、中間支援組織の
　三者が、平時に行う連携会議を３回開催した。
・　県社会福祉協議会へ費用を助成したことにより、県社会福祉協議会は、災害時の
　円滑な災害ボランティアセンター設置・運営のための全体研修、実地訓練の開催及
　び各市町村社会福祉協議会が主体となって実施する災害ボランティアセンターの設
　置・運営訓練に係る支援を実施した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、県、県社会福祉協議会、中間支援組織の平時からの連携体制の強化に
　努め、災害時には情報共有会議を開催し、災害ボランティア活動が円滑に進むよう
　支援する。また、県社会福祉協議会に対し費用を助成することにより、災害ボラン
　ティアセンターの設置・運営訓練に係る支援を行う。

総務
人・県
福祉

B

8-2 復旧を支える人材等
の不足、より良い復
興に向けたビジョン
の欠如等により復興
できなくなる事態

農地防災・災害アドバイザーの育成・
確保

（推進方針）
　農地、農業用施設の防災や被災施設
の早期復旧を推進するため、平常時の
農業用施設の点検や維持管理の指導を
行うほか、災害時の被害状況の調査、
応急措置及び災害復旧業務への技術支
援を担う農地防災・災害アドバイザー
を育成・確保する。

・　農地防災・災害アドバイザーを確保するため、技術研修会を開催するとともに、
　県等のOBや退職予定者を対象としたアドバイザー登録の案内及び依頼を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　農地防災・災害アドバイザ－の登録者数
　　57人（R3年度末）→63人（R4年度末）
→　目標値「56人（R5年度末）」に対し、目標を達成している。県以外の経験者に
　対する斡旋や登録の更新を働きかけるとともに、引き続き、研修会の開催やチラシ
　配布等に取り組み、アドバイザーの養成や確保を図っていく。

農林 A



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

8-3 貴重な文化財や環境
的資産の喪失、コ
ミュニティの崩壊等
による有形・無形の
文化の衰退・喪失

地域コミュニティの活性化

（推進方針）
　地域コミュニティ活性化に取り組む
市町村を支援するため、市町村職員や
自治会役員等を対象とした研修会や活
動事例報告会の開催、先進事例の情報
提供等の取組を行う。

・　地域コミュニティの機能向上に向けた関係部局各課の連携強化を図っていくた
　め、連絡会議を開催した。
・　県内の先進的な活動事例等を掲載した情報誌「きずな」の発行などにより、活動
　への動機付け等を行った。
・　市町村職員及び地域活動に従事している方を対象に、地域コミュニティ活性化の
　参考としてもらうため、意見交換会等を開催した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　これまでの関連施策を継続して実施するとともに、関係部局各課による更なる連
　携強化により、地域コミュニティの機能向上を図る。また、市町村職員及び地域活
　動従事者に研修会へのさらなる参加を呼びかけ、より多くの地域の課題解決につな
　がるようなテーマを取り上げて実施していきたい。

企画 A

8-3 貴重な文化財や環境
的資産の喪失、コ
ミュニティの崩壊等
による有形・無形の
文化の衰退・喪失

被災者等支援制度の周知

（推進方針）
　被災者の生活再建に資するため、災
害発生の都度、当該災害で適用される
支援制度をとりまとめて、速やかに被
災者に周知する。

・　福岡県ホームページ、県公式SNS（LINE、X）で被災者支援に関する情報を発
　信した。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後も、災害発生後速やかに、被災者支援に関する情報を発信していく。

総務 B

8-3 貴重な文化財や環境
的資産の喪失、コ
ミュニティの崩壊等
による有形・無形の
文化の衰退・喪失

貴重な文化財の喪失への対策

（推進方針）
　展示物・収蔵物の被害を最小限にと
どめるため、県文化施設における展示
方法・収蔵方法等の点検を実施する。
　修理の実施にあわせ、文化財の耐震
化、防災設備の整備等を進める。ま
た、文化財の被害に備え、それを修復
する技術の伝承を促進する。

・　九州国立博物館の建物は、地震による文化財の転倒、破損等を防ぐため免震構造
　となっており、展示物及び収蔵物の被害を最小限にとどめる対応を行っている。
・　指定文化財やその所蔵施設の日常管理（防災設備保守点検等）及び整備を行うこ
　とで、適正な保護を図った。
　　　国指定：防災設備保守点検20件、名勝庭園荒廃防止3件、防災設備整備4件
　　　県指定：防災設備保守点検9件、防災設備整備3件

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　引き続き、必要なメンテナンスを行うとともに、計画的な修繕・更新等に努める。
　また、計画やガイドラインに沿って、指定文化財である建造物や美術工芸品を保管
　している博物館等の防災設備の整備を実施する。

人・県
教育

B



施策名及び推進方針 令和４年度の主な取組実績及びKPI等の分析 担当部局 評価
起きてはならない最悪の事

態

8-4 事業用地の確保、仮
設住宅・仮店舗・仮
事業所等の整備が進
まず復興が大幅に遅
れる事態

地籍調査の促進

（推進方針）
　近年の極端な気象現象に伴う土砂災
害や洪水等が多発していることを踏ま
え、土砂災害警戒区域等の災害が想定
させる地域の地籍調査を促進し、被災
後の復旧、復興を円滑に進めるため、
市町村が実施する地籍調査に要する経
費の一部を補助する。

・　市町村職員に対する研修会の開催や、法務局との連絡会議を実施し、地籍調査の
　促進を図った。

【重要業績指標（KPI）】
■　地籍調査進捗率
　　75％（R3年度末）→76％（R4年度末）
→　目標値「78％（R11年度末）」に向け、順調に推移している。引き続き、市町
　村職員を対象とした研修会等の開催や市町村との協力体制の整備、法務局との連携
　強化により、地籍調査の促進を図っていく。

農林 B

8-4 事業用地の確保、仮
設住宅・仮店舗・仮
事業所等の整備が進
まず復興が大幅に遅
れる事態

建設型応急仮設住宅の供給体制の整備

（推進方針）
　「応急仮設住宅建設・管理マニュア
ル」に基づき、災害時に必要な建設型
応急仮設住宅を迅速かつ適切に提供で
きるよう建設可能戸数や候補地の確認
等、供給体制の維持を図る。

・　応急仮設住宅の建設可能戸数や候補地等の台帳更新を行った。

【重要業績指標（KPI）】
■　建設型応急仮設住宅の建設可能戸数の確認及び建設候補地台帳の更新
　　年1回（R3年度末）→年1回（R4年度末）
→　目標値「毎年度実施」に対し、目標を達成している。引き続き、毎年度見直しを
　行い、最新の情報を把握する。

建築 A

8-4 事業用地の確保、仮
設住宅・仮店舗・仮
事業所等の整備が進
まず復興が大幅に遅
れる事態

公的賃貸住宅や賃貸型応急住宅の提供
体制の整備

（推進方針）
　被災者に対する迅速な住宅支援を行
うため、公営住宅等の公的賃貸住宅及
び賃貸型応急住宅の提供について、市
町村等向けに作成した「災害時におけ
る住宅支援手引書」を活用し、市町村
や関係団体との情報共有及び連携を図
る。

・　市町村に対して「災害時における住宅支援手引書」(平成30年度に作成・配布、
　令和２年度改訂)を活用し、市町村を集めた会議の場で説明を行った。
・　宅建業団体等の関係団体とは令和元年に締結した賃貸住宅の提供に係る協定に基
　づき、継続的に情報共有および連携を図っている。

【重要業績指標（KPI）】
■　KPIの設定なし
→　今後とも、市町村及び関係団体との連携強化に努めていく。

建築 A


